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むつ市議会第１９８回定例会会議録 第３号

平成２０年１２月１２日（金曜日）午前１０時開議議事日程 第３号

◎諸般の報告

【議案上程、提案理由説明】

第１ 議案第124号 公有水面埋立てに係る意見について

【一般質問】

第２ 一般質問（市政一般に対する質問）

（１）24番 新 谷 功 議員

（２）23番 浅 利 竹二郎 議員

（３）７番 野 呂 泰 喜 議員

（４）６番 横 垣 成 年 議員

本日の会議に付した事件

議事日程に同じ
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◎開議の宣告

午前１０時００分 開議

〇議長（村中徹也） ただいまから本日の会議を開

きます。

ただいまの出席議員は25人で定足数に達してお

ります。

◎諸般の報告

〇議長（村中徹也） 議事に入る前に諸般の報告を

行います。

まず、12月９日、市長から、今定例会に提出さ

れております平成19年度主要施策の実績報告書の

一部に誤謬訂正がありましたので、同日開催され

た決算審査特別委員会において議員各位に配布し

ております。

次に、本日市長から、今定例会に議案１件を追

加提案したい旨の申し入れがあり、先ほど開催し

た議会運営委員会で本日この後上程することが決

定されておりますので、ご報告申し上げます。

以上で諸般の報告を終わります。

〇議長（村中徹也） 本日の会議は議事日程第３号

により議事を進めます。

◎日程第１ 議案上程、提案理由説明

〇議長（村中徹也） 日程第１ 議案第124号 公

有水面埋立てに係る意見についてを議題といたし

ます。

市長から提案理由の説明を求めます。市長。

（宮下順一郎市長登壇）

〇市長（宮下順一郎） おはようございます。ただ

いま上程されました議案第124号 公有水面埋立

てに係る意見について、提案理由及び内容の概要

をご説明申し上げ、ご審議の参考に供したいと存

じます。

本案は、青森県が寄浪地区の脇野沢漁港区域内

における公有水面埋立てに係る免許の出願をした

ことにより、青森県知事から当市の意見を求めら

れたので、異議ない旨の意見を述べることについ

て、公有水面埋立法の規定に基づき提案するもの

であります。

以上をもちまして、追加上程されました議案に

ついて、その大要を申し上げましたが、細部につ

きましては、議事の進行に伴いましてご質問によ

り詳細ご説明申し上げます。

何とぞ慎重ご審議の上、原案どおり御議決賜り

ますようお願い申し上げる次第であります。

〇議長（村中徹也） これで提案理由の説明を終わ

ります。

ただいま上程いたしました議案第124号につい

、 、 。ては 後日審議を行いますので ご了承願います

◎日程第２ 一般質問

〇議長（村中徹也） 次は、日程第２ 一般質問を

行います。

質問の順序は、抽せんにより新谷功議員、浅利

竹二郎議員、野呂泰喜議員、横垣成年議員、中村

正志議員、鎌田ちよ子議員、澤藤一雄議員、斉藤

孝昭議員、新谷泰造議員、目時睦男議員、工藤孝

夫議員の順となっております。

本日は、新谷功議員、浅利竹二郎議員、野呂泰

喜議員、横垣成年議員の一般質問を行います。

◎新谷 功議員

〇議長（村中徹也） まず、新谷功議員の登壇を求

めます。24番新谷功議員。
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（24番 新谷 功議員登壇）

〇24番（新谷 功） おはようございます。年の瀬

を迎えた今日、連日マスコミは、アメリカ発のサ

ブプライムローン問題から発生した世界の金融危

機を報道いたしております。我が国もその影響を

まともに受けております。我が国が得意とする物

づくり現場では、製品をつくっても売り上げが伸

びず、現場では生産調整が余儀なくされ、右往左

往の状態であります。日本を代表する自動車メー

カーのトヨタを初めとする各メーカーは、減産に

追い込まれ、かつてなかった大きな雇用不安を招

いているのであります。世界同時不況のあおりを

、 、受け 大企業による派遣期間労働者の大量首切り

さらには高卒、大卒の採用内定取り消しがあり、

大きな社会問題となっております。

12月４日夜 東京日比谷野外音楽堂には2,000人、

もの非正規労働者や労働組合の関係者が集まり、

抗議行動が起きております。僕たちにも2009年を

迎えさせてください、寮から追い出さないでくだ

さい、ホームレスにしないでくださいと悲痛な叫

び声を上げております。製造業を中心に非正規社

員の削減が相次いでおります。その数は、厚生労

働省が把握しているだけでも来年３月までに約３

万人と言われております。その数は、日ごとにふ

え続けております。産業界全体を眺めると、何十

万人にも達すると言われております。我がむつ市

にも暗い影を落としておるのであります。

とりわけ心を痛めることは、新卒者の内定取り

消しです 12月５日の新聞報道によりますと 自。 、「

衛官試験仮合格者県内４割が不採用」という大き

な見出しが紙面をにぎわしました。紙面の内容に

よりますと、来春の県内高校卒業予定者などを対

象にした自衛官採用試験で、一定水準に達し仮合

格となったものの、結果的には採用予定者となら

なかった受験者が約４割に上ったと報道されまし

た。民間企業の内定取り消しに似た状況で、多く

の高校生たちが先行きに苦慮しているという内容

でした。少子化などの影響で、近年の自衛官の採

用は売り手市場だったが、ことしは不況の影響で

再就職先が決まらず、任期を継続する現職自衛官

が予想以上にふえたため欠員が減ったことが背景

にあるようです。就職担当の男性教諭は、就職活

動のピークが過ぎた今になって、のしをつけて返

されても、また欠員補充の候補と言われても、生

徒たちは卒業しても宙ぶらりんのままだと困惑し

ております。

アメリカ発のサブプライムローン問題から発し

てリーマンショックなど、世界的な金融危機の影

響が瞬時にこの地にも及んでおるわけでございま

す。新卒予定者の諸君には、このような状況にも

決してめげることなく頑張ってほしいと、ただた

だ願うのみであります。

経済や社会情勢が治安に影響を与えることは、

よく知られております。失業者がふえると強盗や

空き巣がふえ、勤労者世帯の実収入が減ると暴行

や傷害事件がふえると言われております。心配が

現実のものとなりました。中央官庁トップの元厚

生次官経験者と家族を連続して襲い、問答無用で

殺傷する事件は最たるものであります。全くおぞ

ましい限りと言わざるを得ません。こうした事件

は、東京秋葉原で起きた連続殺傷事件を思い起こ

させます。一触即発、何が起きるかわからない世

の中になってまいりました。

県内でもこの１年間を振り返ってみますと、１

月９日、八戸市根城のアパートで起きた母子３人

殺傷事件。長男の少年19歳がナイフで母親と弟、

妹を襲う凶行に及んだのは、いてつく寒い夜でし

た。どんな家族だったのか、動機は何なのか、長

男に対する憎しみはないのか、わからないことだ

らけの事件でした。

この事件のほかにも、ことし県内では家族間の

殺人事件が相次いでおります。同じく１月、弘前
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で看護師の次女59歳が寝たきりの母親、当時82歳

。 。を殺害 次女は自宅で母親を介護しておりました

八戸市では、長男46歳に殺害された父親76歳の遺

体を浴槽に隠し、父親の金を遊びに使い逃亡した

事件。４月には、当むつ市でも26歳の息子が父親

を暴行のうえ殺害。八戸市では、30歳の母親が小

学４年生の長男、当時９歳を殺害。先月にも七戸

町で４歳の女の子が自宅玄関で遺体で見つかる死

体遺棄事件。また青森市では、39歳の女性が生後

間もない乳児の死体を約２年間放置したとして、

死体遺棄容疑で逮捕されました。ところが、けさ

の新聞を見れば、１人だと思っていた死体遺棄事

件が、さらに２人発見されたと報道されておりま

す。

親が子を殺し、子が親を殺す事件が続いたこと

し、師走を目前に、再び起きてはならない悲惨な

事件でした。事件に遭わぬよう、年の瀬を静かに

迎えなければならないという思いでございます。

さて、むつ市議会第198回定例会に当たり、当

市における諸問題について、通告の順に従いまし

てお伺いいたしたいと存じます。市長並びに教育

委員会委員長におかれましては、よろしくご答弁

くださるようお願いいたします。

まず最初に、一般行政についてであります。市

長就任１年が過ぎた現在の心境及び市政運営につ

いてお伺いいたします。宮下順一郎市長は、平成

19年５月31日に急逝されました杉山前市長の継承

を掲げ、平成19年７月15日に挙行されました市長

選において見事初当選の栄誉を受けられました。

さて、市長は、選挙におきまして 「まちづく、

りの主役は市民 、無駄を省き、効率よく効果的」

に市政を運営するに当たり「最少の経費で最大の

効果を 、学力、文芸、スポーツの子供の底力の」

育成を地域でサポートする「こどもは地域のたか

らもの 、むつ市の農林水畜産業は地域の誇り、」

地域ブランド化して販売する「むつ市のうまいは

日本一 、地域が連携して医療対策や高齢者、障」

害者の視点に立ってサポートする「大切なのは地

域のきずな 、むつ市で働くを基本に市内企業の」

充実を目指す「安心して暮らせる毎日が基本 、」

むつ市に必要な公共事業は積極的に推進する「公

共事業は地域の“いしずえ 」の７つの公約を掲”

げ、中でも「まちづくりの主役は市民」は私の市

政運営の基本とするところでありまして、皆様に

は情報公開を徹底し、皆様のさまざまな意見を酌

み上げる新しい仕組みをつくって、市民に開かれ

た行政を展開してまいりたいと述べられました。

このようなことを踏まえて、おでかけ市長室、

出前講座を実施し、市政に対する市民の声を直接

お聞きするとともに、市政だよりに投稿用紙をつ

けた市長への手紙により私にダイレクトに意見や

提言等が届くような取り組みや、市政だよりイン

ターネットなど、現在実施しております。広報広

聴機能を高めながら、市民の皆様の市政に参加し

やすい体制を整えてまいりたいと述べられまし

た。

さらに市長は、就任のあいさつの中で、職員に

対して意識改革を強く訴えられました。具体的に

は、今している仕事が果たして市民のため、むつ

市のためになっているかどうか自問自答してほし

い、しっかりと見詰め直すことによって新たなる

提案をしてほしい、常に初心に返り、自己を点検

、 、し評価してほしい 組織と政策は車の両輪である

前例主義にとらわれることなく、新しい発想をも

って職務に邁進してほしいと述べられておりま

す。

また市長は、むつ市議会第196回定例会、平成

20年６月において、私の質問で市長の政治姿勢を

問うたところ、自分は機会あるごとに「まちづく

りの主役は市民」であるということを申し上げ、

行政情報の公開を徹底する中で開かれた行政を推

し進め、広報広聴機能を高めることで市民の声を
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聞き、これを市政に反映させ、市民とともに市政

運営を図る、いわゆる市民協働のまちづくりを目

指していくと述べられました。

、 、市長は 市の今後10年間のまちづくりの将来像

いわゆる基本理念を「人と自然が輝く やすらぎ

と活力の大地 陸奥の国」とするむつ市長期総合

計画をむつ市議会第193回定例会において基本構

想として述べられました。７つの公約は、まこと

に無理がなく、むつ市民６万人余に気張ることな

く、淡々とその思いを述べられております。そこ

、 。で 次の２点について具体的にお伺いいたします

１点目は、市長は就任後、市民と協働したまち

づくりを実現するため市民の生の声を聞く新たな

取り組みをしているが、その中ではどのような意

見が出され、これをどのように今後の市政運営に

生かしていくのかお伺いいたします。

２点目は、市職員、特に分庁舎職員についてお

伺いいたします。市長は、就任後のあいさつの中

で、職員に対して意識改革を強く訴え、先ほども

述べましたが、具体的には今している仕事が果た

して市民のため、むつ市のためになっているかど

うか自問自答してほしい、しっかりと自分を見詰

めてほしい、常に初心に返り自己を点検評価して

ほしい、前例主義にとらわれることなく新しい発

想をもって職務に邁進してほしいと述べられまし

た。優しく職員を諭し、かつ奮起を促しているの

だが、いまいち私から見れば、職員諸君の考え、

行動が市長の思いとかけ離れている感じがしてな

りません。具体的に述べればいいのでしょうが、

職員個人個人にかかわる問題に発展するので、今

回は苦言を呈しつつ、この辺でとどめておきたい

と思います。

市長は、時には優しく、時に熱い思いで語ろう

とも、いま一度職員の意識が盛り上がらない感じ

を強くするのであります。笛吹けど踊らずの感を

強くするのであります。職員諸君は、いま一度奮

励努力せよと私は声高らかに述べたいと思います

が、市長のご所見を伺っておきたいと存じます。

次に、来年度迎える市制施行50周年についてお

伺いいたしたいと存じます。むつ市は昭和34年９

月１日に旧田名部町と旧大湊町が合併し、大湊田

名部市として県下８番目の市制を施行いたしまし

た。翌年の昭和35年に全国初の平仮名の市「むつ

市」と改称したことは皆様ご承知のとおりでござ

。 、います 全国で初めての平仮名の市ということで

何かにつけて全国の自治体から注目を集めた次第

でございます。このことが契機になって、全国に

平仮名の市が数多く誕生いたしました。そして、

、 、 、 、後にひらカナサミット会議が 政治 文化 教育

経済の各分野にわたって開催され、第３回ひらカ

ナサミットは当むつ市で開催されました。私が一

、 、般質問で提案し 実現した経緯がございますので

なおさら思い入れが深く、懐かしく感じられる次

第でございます。

平成元年９月１日に市制施行30周年記念式典、

平成11年８月28日には「輝けみらい、私たちのま

ちむつ市」として市制施行40周年の記念式典がと

もに下北文化会館で施行されました。私は、議会

に身を置く者として、30周年、40周年の式典に招

待され参加いたしました。また、このたび市制施

行50周年記念を迎えるに当たっては、深い感慨を

抱くのでございます。

40周年のときの記念式典のプログラムを拝見し

ますと、記念式典の式辞は当時の杉山肅市長、あ

いさつは議会を代表して当時の議長のあいさつ、

来賓の祝辞は青森県知事木村守男氏、青森県市長

会を代表して青森市の佐々木誠造氏、姉妹都市で

あります会津若松市長の菅家一郎氏が出席し、祝

辞をちょうだいし、厳かな中にも華やかさとにぎ

やかさが交じった式典でございました。

来年度迎えます市制施行50周年は、平成の大合

併により旧むつ市、旧大畑町、旧川内町、旧脇野
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沢村と合併して５周年を迎えます。合併を結婚に

例えるならば、50周年は金婚式であり５周年は木

婚式であります。５年の歳月を費やし、地面に根

を張り、幹が大きく成長し、枝の先には葉と芽を

つけ、花を咲かせ、主に種子を持って繁殖すると

いう意味合いがありますが、むつ市の木はどこま

で成長したのでしょうか。来年度は、新生むつ市

の記念すべき節目の年になるわけであります。そ

こで、次の点についてお伺いいたしたいと存じま

す。

来年度市制施行50周年を迎えるに当たって、市

では市政だより等により市民並びに市職員からア

イデアを募ったと伺っておりますが、アイデアの

内容及び件数をお知らせいただきたいと存じま

す。

また、これを受けて市ではどのようなものを企

画しているのか教えていただければ幸いでござい

ます。

次に、３点目の公務員の不祥事についてお伺い

いたします。最近マスコミ報道によりますと、公

務員の不祥事が毎日のように新聞紙上をにぎわし

ていることは市長もよくご存じのことと思いま

す。職員600人余のトップとして、毎日心の安ま

ることなく過ごしておるのではないかとご推察申

し上げます。

事件の事例を具体的に列挙してみたいと思いま

す。平成20年９月30日、青森市教育委員会の職員

が市内の家電量販店で電化製品万引き、36歳の男

性職員を懲戒免職。同氏は2007年７月末にも市内

書店で道路地図２冊を万引き、停職６カ月の懲戒

処分を受けておりました。

平成20年10月１日、青森市営バスの運転手、９

月17日の朝、酒気帯び状態で出勤、10月１日から

停職６カ月とする懲戒処分。今回で２回目だそう

です。

平成20年10月２日、弘前地区消防事務組合東消

防署碇ケ関分署消防副士長、男性36歳、速度制限

、 、40キロのところを47キロ超過 １カ月の停職処分

免許取り消し処分。この副士長は、2005年にも信

号無視の前歴あり、そのとき停職１カ月を受けて

おります。

平成20年12月１日、県農林部水産政策課担当職

員による県育成のリンゴ花の品種の登録抹消問

題。この職員は、11月30日に退職いたしておりま

す。

平成20年12月２日、元厚生次官診察報酬不正請

求事件。

平成20年12月８日、京都家裁書記官、振り込め

詐欺に便宜の疑いで逮捕。偽造有印私文書行使の

疑いでございました。

平成20年12月９日、青森県西北地域農林水産部

で行われた不正経理事件、国庫補助事務を不正に

流用し、パソコンを５台買った。５台のパソコン

は、所在不明。

数え上げれば切りがございません。公務員の不

祥事を語るに当たって、絶対見逃せないのが大分

県教員採用試験及び昇任にかかわる事件でありま

す。私は、このことをむつ市議会第197回定例会

の一般質問で取り上げました。まことに考えられ

ない事件であり、その全貌が明るみになるにつれ

て、その根の深さに唖然としております。公務員

の不祥事事件としては最も悪質であり、とても許

されない行為だと思うのであります。

むつ市においては、このような不祥事があるの

かどうかお伺いいたします。また、そのような不

祥事が起きた場合の対応及び防止策についてお伺

いいたします。

以上で私の壇上からの質問を終わらせていただ

きます。市長並びに教育委員会委員長におかれま

、 。しては ご答弁のほどよろしくお願いいたします

ご清聴ありがとうございました。

〇議長（村中徹也） 市長。
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（宮下順一郎市長登壇）

〇市長（宮下順一郎） 新谷功議員のご質問にお答

えいたします。

まず、市長就任１年が過ぎた現在の心境及び市

政運営についての第１点目、市長就任後、市民と

協働したまちづくりを実践するため市民の声を聞

く新たな取り組みの中でどのような意見が出さ

れ、これをどのように今後の市政運営に生かして

いくのかとのご質問であります。

新谷功議員ご承知のとおり、私は市政運営の基

本理念の一つとして「まちづくりの主役は市民」

。 、であるということを申し上げております これは

市民の皆様に情報公開を徹底する中で、広報広聴

機能の充実を図り、市民一人一人の声を市政に反

映させ、市民と協働した市政を運営してまいりた

いという強い思いからであります。これらの実践

的な取り組みとして、市長への手紙やおでかけ市

長室を初め出前講座等を実施してまいりました。

また、市の公式ホームページを活用して、より鮮

度の高い情報公開にも努めてまいったところであ

ります。

市長への手紙では これまで３回の実施で144通、

の手紙をいただき、市役所を初めとする公共施設

の開庁時間や観光シーズンの観光案内所設置、雇

用など、行財政改革から観光、産業振興、自治体

病院に関するものまでさまざまな分野に対する意

見、要望等をいただいております。

おでかけ市長室では、本年２月の脇野沢地区を

皮切りに、これまで６地区で開催し、その地区そ

の地区が持つ特有の課題などについて懇談を深め

てまいりました。これら市長への手紙やおでかけ

市長室、市の公式ホームページ等を介して届けら

れた声を通して、市民が今何を考え、私に何を一

番求めているのか、徐々に見え始めてまいりまし

た。

今むつ市は、財政再建という大命題のもと、解

消しなければならない幾つかの問題も抱えており

ますが、市民との協働したまちづくりの精神を貫

き、市民の皆様の声を直接伺う取り組みは今後と

も継続し、市民とともにこの問題を一つ一つ解決

してまいりたいと考えておりますので、ご理解と

ご協力をお願いするものであります。

次に、市職員、とりわけ分庁舎職員の執務態度

についてのご指摘であります。新谷功議員は、笛

吹けど踊らずと表現されましたが、私は機会ある

ごとに分庁舎へ出向き、職員に対して行政運営に

対する私の思いを伝えておりますし、また庁内Ｌ

ＡＮを通して全職員に対し、時には市長への手紙

などで寄せられた接客態度に関する戒めやお礼な

どを交え、その時々の思いも伝えております。そ

してその思いは、本庁舎、分庁舎の職員を問わず

伝わっているものと認識いたしておりますし、職

員も実践してくれていると思っております。

新年度においては、分庁舎所長の権限及び広報

広聴機能の強化など、分庁舎の機能強化を盛り込

んだ組織改編、改革を予定して、笛吹いて踊らす

方策にも意を用いておるところでありますので、

ご理解を賜りたいと存じます。

次に、ご質問の２点目、来年度迎えるむつ市制

施行50周年記念事業についてお答えいたします。

まず、市民から応募のあったアイデアにはどのよ

うなものが何件ぐらいあるのか、またこれらを受

けて市ではどのような事業を考えているのかとい

うご質問でありますが、関連いたしますので、一

括してお答えいたします。

新谷功議員ご発言のとおり、むつ市は昭和34年

９月１日に旧田名部町と旧大湊町が合併し、県下

で８番目となる大湊田名部市として市制を施行い

たしました。翌年の昭和35年８月１日に全国初の

平仮名の市名「むつ市」と改称いたしましたが、

明年、平成21年９月１日をもって半世紀の節目と

なります市制施行50周年を迎えることとなりま



- 124 -

す。また、バブル崩壊後の厳しい社会経済情勢を

背景に始まった平成の合併におきまして、平成

17年３月14日には旧川内町、旧大畑町、旧脇野沢

村と合併し、新生むつ市となってから来年度は合

併５周年を迎えることにもなります。この間、本

市が下北地域の中心都市として着実に発展してま

いりましたのも、社会経済情勢の変化等からくる

幾多の苦難に立ち向かい乗り越えてこられた先達

のたゆまぬご努力のおかげと心から敬意と謝意を

表する次第であります。

市では、これまでも10年を一つの節目として、

記念式典や記念行事等を実施してまいりました

が、50年はまさに半世紀でありますことから、こ

の大きな節目の年を新生むつ市が未来に向かう飛

躍の年と位置づけ、種々の記念事業を展開してま

いりたいと考えております。

お尋ねの記念事業のアイデアにつきましては、

本市の財政状況等にかんがみ、創意工夫のもとに

費用対効果を考慮のうえ提案いただくことを前提

に、市政だよりや市のホームページでアイデアを

公募しましたところ、内容に重複が見られるもの

の、市民の方々からは48件、職員等からは64件の

。計112件のさまざまなアイデアをいただきました

ご提案いただきました事業の趣旨をかいつまん

で申し上げますと、合併した旧町村も含み、多く

の市民がこぞって楽しみながら一体感を感じられ

るものとして、旧４市町村の神楽やお祭りなど、

伝統芸能のお披露目や、姉妹都市である会津若松

市との交流を促進するもの、またむつ市の将来の

環境保全等に結びつけていく植林事業などが提案

されました。これを受けまして、庁内に準備委員

会並びに幹事会を組織し、提案されましたものを

その内容等から３種類に区分しながら検討を重ね

てまいりました。

１つ目には、記念事業としては欠かせない定番

とも言える必須の事業、２つ目は、記念事業とし

て特別に実施する事業、３つ目は、例年行ってい

る市の主催事業や各種団体及び企業等が行ってい

る既存の事業に市制施行50周年及び合併５周年の

冠を付して行う事業であり、このたびその大枠を

固めたところであります。市が主催する事業、協

賛をいただく事業等それぞれ相手方があり、具体

的な詰めの調整も残っております。また、予算編

成との関連も含めまして、今後の変動もあり得ま

すことから、しかるべき段階で議員及び市民の皆

様にお示ししたいと考えておりますが、現段階に

おきまして必須の事業として予定しておりますも

のに記念式典のほか、市勢要覧や記念誌的な位置

づけの「むつ市50年のあゆみ」の発行及び合併と

、 、 、ともに廃止されております市の花 木 鳥の制定

また新たな行政サービスの拠点となる新庁舎の内

覧会も記念式典に合わせるなどして実施したいと

考えております。花、木、鳥につきましては、市

民の皆様のご意見をいただくとともに、制定委員

会を設けるなどして制定し、記念式典における発

表も予定しているところであります。

そのほか特別事業として、しもきた克雪ドーム

を会場に県内外の食や会津若松市との物産による

交流、旧４市町村の伝統芸能の披露、地元バンド

の演奏会などが一堂に会するイベントや、将来の

むつ市を担う子供たちに夢と希望を抱かせるもの

として、プロ野球の名球会ＯＢクラブによるふれ

あい野球教室や地元チームとの対戦等、またシニ

アの方々に人気の高いテレビ番組であります「な

んでも鑑定団 出張鑑定大会ｉｎむつ市」の開催

も予定しております。いずれにいたしましても、

老若男女多くの市民の皆様方が参加し楽しめるも

の、本市の特色を生かすもの、また将来につなげ

ていける事業やイベントを通じて市制施行50周年

及び合併５周年を祝い、新生むつ市の速やかな一

体感の醸成が図られること等を基本軸に据えなが

ら、あわせて全国にむつ市を発信しアピールする
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機会ともすべく記念事業の展開を図ってまいりた

いと考えておりますので、ご理解を賜りますよう

お願い申し上げます。

次に、公務員の不祥事についてのご質問にお答

えいたします。新谷功議員もご承知のとおり、公

務員全体、ひいては地方公務員に対する国民の注

視が年々厳しくなっていることは改めて言うまで

もありません 旧むつ市におきましては 昭和57年。 、

に懲戒処分としては最も重い懲戒免職となった事

件がありましたが、職員個人に係る目に余るよう

なゆゆしき不祥事は、それ以降は発生しておりま

せん。当然ながら、職員に対しては職務上の義務

違反等はもとより、各種の公職選挙時あるいは年

末年始といった節目節目において、綱紀粛正の喚

起と服務規律の確保について周知徹底しておりま

す。特に交通違反行為等については、道路交通法

の罰則規定がますます厳しくなってきていること

もあり、速度超過についても懲戒処分の対象とな

っており、交通違反行為等をした職員の懲戒処分

等の基準を定める規定に基づき、交通事故や交通

違反があった場合は迅速に所属の長、さらには総

務課長へ報告するよう義務づけており、事件の内

容によっては私も報告を受けております。無論交

通事故や交通違反のみならず、明らかに懲戒処分

に相当する事件については、むつ市職員懲戒等審

査委員会規定に基づき副市長を委員長とする懲戒

等審査委員会を招集し、事件の審査結果を受けて

処分を決定しております。

また、懲戒処分の状況についても平成17年度よ

りむつ市人事行政の運営等の状況の公表に関する

条例に基づき、９月下旬発行の市政だよりにおい

て前年度の状況を公表しております。いずれにい

たしましても、公務員は全体の奉仕者であるとい

う法の理念を自覚させるとともに、公務内及び公

務外を問わず、公務員として信用失墜となる行為

、 、を厳に慎み 市民の信頼を損なうことのないよう

今後とも機会あるごとに全職員に対して綱紀の粛

正を喚起してまいりたいと存じます。

〇議長（村中徹也） 24番。

〇24番（新谷 功） ありがとうございました。ま

ず最初に、市長就任１年が過ぎた現在の心境と市

政運営について。

市長は、就任以来市民の多くの皆様方のご意見

を吸い上げるために、市長への手紙あるいはおで

かけ市長室、出前講座等を企画してまいったわけ

でございます 市長への手紙は３回実施し 144通。 、

の手紙を受けたと。出前講座では３回でしたか行

って、市民の市長に対するそれなりの思いはだん

だんよくわかってきたと、それゆえ私はそのよう

な意見、要望はこれからの市政運営に参考にして

いきたいと。また、今後もこういう取り組みは継

続して行っていく旨の答弁がありました。私も、

これは結構なことだと思います。市長の思いは、

合併したこの新生むつ市の地域間の市民の一体感

の醸成を形づくっていくということが根底にある

のではないかなと、このように思っておるわけで

ございます。

そして、さらに市長は、お金がかからなくて、

そういう施策を進めていくというのも心の中に大

変あるのではないかなと、このように思っておる

。 、わけでございます どうぞ市長におかれましては

これからも多くの市民の声を聞いて市政に反映さ

せていただきたいと、このように思うわけでござ

います。よろしくお願いいたしたいと思います。

次に、分庁舎の職員、私は笛吹けど踊らずとい

う表現を用いましたが、市長は笛吹いて踊らすと

いうようなことで、あうんの呼吸で、その気持ち

はわかるような気がします。私が言いたいことと

ちょっと違うところもあるのですけれども、私は

職員はそれなりに学習して、最近は市長、職員の

仕事、仮に設計、積算業務におきましても、コン

サルタントにすべて丸投げして、そこで受けたも
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のはきちっとその設計思想に合っているかどう

か、あるいはその目的に沿っているか、それは検

証することが大事だと思うのです。そういう点も

含めて、職員にはそれなりにきちっと抑えていた

だきたいと。

また、市民の要望はそっちだ、こっちだとたら

い回しにしないできちっと受けて、責任を持って

対処していただきたいと。これは、私が言うまで

もなく市長はもう十二分に知っているから、市長

は職員に対していろんなメッセージを発している

ことは私もよく承知しております。どうぞこれか

らも機会あるごとにそのようにしていただきたい

と。市長は分庁舎の所長権限を、今後それらも含

めて考えていきますということでございますの

で、どうぞその点をよろしくお願いいたしたいと

思います。

、 、次に 市制施行50周年のことなのですけれども

昭和34年ですね、旧田名部町と旧大湊町が合併し

たのは。それから10年後、昭和44年ですか、10周

年やったのです。私幸いにしてこの30周年、40周

年にこの立場でもって招待され、参加させていた

だきました。もちろん市長も出席しておりますけ

れども。この昭和34年を考えれば、実はふっと私

けさこの議場において考えたのですけれども、昭

和34年と言えば、村中議長が昭和34年生まれなの

ですよね。それからくしくも副議長中村正志さん

が昭和44年生まれ、10年後に生まれて、この昭和

34年、昭和44年のコンビが今むつ市議会を引っ張

っているわけで、この時間の経過というものはこ

うかなと。これから議長は、再び県政を目指すや

のお話も伺っておりますけれども、どうぞこれか

らの若い人はどんどん頑張って、我がむつ市の宮

下順一郎市長ともども村中議長も頑張っていただ

きたいと、こう思うわけでございます。

ところで市長、今の50周年、まことにかたい話

で、定番の、この前段はわかります。毎年11月に

なれば、企画部長の依命通達がここ何年か入って

いるのです。これは本当にそういう財政問題で、

、 、 。こうしなさい ああしなさい 少し精査しなさい

この財政問題を、市長も機会あるごとに訴えてき

ている中で、私は少し心苦しい点もあるのです、

これから提案しようとしていることが。かたいこ

、 、とばかり市長は言ったけれども どうでしょうか

市長、式典は式典で結構です。それから、しもき

た克雪ドームを利用して、地域間の一体感を醸成

するために地域の祭りをドームに集めてやると。

これはこれで結構でしょう。市長、いかがなもの

でしょうか。来年は50周年、次の50周年は、私は

もちろん市長も、またこの議場にいる方もすべて

迎えることができないのではないかなと、こう思

うのであります。ですから、市長、どうでしょう

か。式典は式典として、私はそういう合併してか

ら５年、木婚式、それから50周年、おかげさまで

市長の熱意が通じて本庁舎移転も決定して、来年

のその時期にはもう完成しているのですよね。ど

、 、 、うでしょうか 市長 ここで発想の転換をもって

少し祝賀会を考えていただけないものでしょう

か。財政事情はよくわかります。しかし、これは

市長、考え方によっては、会費をいただいてでも

これを私はやるべきでないかなと、このように思

うわけでございます。市長も来年のその時期にな

れば折り返し地点です。どうぞ市長、いかがなも

のでしょうか。私は、この祝賀会には、議会のＯ

Ｂ、あるいは市役所ＯＢ、いろいろむつ市に貢献

した方々に呼びかけて、そして少し盛大に、こう

いうときこそ、市内が沈滞ムードのこのときこそ

市長、使うときは使ってこの祝賀会を開くという

。 、ことを考えていただけないものでしょうか 私は

この50周年に当たって、そのことを強く市長にお

、 。願いしたいと このように思うわけでございます

市長の決断を求めたいと思います。

それから、今の公務員の不祥事件、昭和57年の
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懲戒処分があった以降はそういう事件は発生して

いないと、これは大変うれしいことだなと、こう

思っているわけでございます。市長も演壇からち

ょっと触れたのですけれども、今ボーナスが入っ

た年末年始、不祥事件の多いのは交通違反ですよ

ね、市長。だから、職員には今まで以上に飲んだ

ら乗るな、この精神をいま一度植えつけてほしい

と。もちろん私たちもそうなのですけれども、そ

れをお願いしておきたいと思います。市長、どう

でしょうか、この50周年。

それから、定番のそういう行事をやる、あるい

は記念誌をつくる、むつ市の花、鳥、木、これは

。 、 、もちろんそのとおりです どうでしょうか 市長

市長の表現でちょっと私呼び起こされた部分があ

るのですけれども、相手があることもあるわけで

す。私はふっと考えて、どうでしょうか、金がな

いから安くやる方法として、例えばよく私はＮＨ

Ｋの「のど自慢」が好きで、毎週日曜日見ている

のですけれども、そのときには何々市50周年とか

30周年のイベントで、ＮＨＫさんがよくそういう

催し物に協力してくれているのです。例えばＮＨ

Ｋの「のど自慢 、あるいは「ＢＳ日本のうた」」

とか、そういうものを働きかけする考えがないも

のかどうか。相手があることという表現を使いま

したので、私はそのようなことでないかなと思っ

ておるわけでございます。それらも含めて再度答

弁してほしいと思います。

実は私、40周年の当時の企画、それからプログ

ラムを持っているのですけれども、このときは日

本の経済、むつ市の経済も大変好調で、予算を

1,500万円ぐらいかけているのです、市長、40周

年のときは。そして、１年にわたってとは言わな

くても、本当に１年間そういう催し物を開いて、

市民とともに、その40周年を祝っておるのですよ

ね。そういうことで、来年この市制施行50周年、

あるいは合併してから５年、木婚式だと、それか

ら市長が一番に考えておった、市長が市長選に当

たって公約した杉山市政後継、それは本庁舎移転

と。あなたの今までの考え方がそれなりに市民あ

るいは議会の皆さんにも私理解がされたから、そ

のような一番大きな仕事を達成できたのではない

、 。かなと このように思っておるわけでございます

どうぞそういう意味で50周年記念、その辺をもう

一度ご答弁いただければと思います。よろしくお

願いします。

〇議長（村中徹也） 市長。

〇市長（宮下順一郎） お尋ねは２点だったと思い

ます。祝賀会を50周年式典の際に実施すべきでは

ないかというふうなご提言でございました。なる

ほど非常に景気づけにもなりますし、また地域の

さまざまな部分での効果というふうなものも考え

られる部分は新谷功議員のお気持ちは重々理解で

きるところであります。祝賀ムード、非常に盛り

上げるということでのご提言というふうに承りま

したけれども、その部分については私も理解をで

きるところであります。しかしながら、会費制と

かさまざまな部分、そういうふうなことで考えま

しても、やはり４市町村合併の５周年というと、

非常に多くの人数の方々の参加、こういうことも

、 、考えられますし また限定したご案内というのも

またいかがなものかなと、こういうふうなことも

さまざま考えて思慮していかなければいけない、

こういう思いがありますので、新谷功議員のご提

言は、現段階では参考意見としてお預かりをさせ

ていただきたいなと、このように思います。あく

までも参考意見というふうなことでお許しをいた

だきたいと、このように思います。

また、ＮＨＫの「のど自慢」と「ＢＳ日本のう

た」というふうな、経費がかからなくて、ほかの

ことをうまく利用というとあれですけれども、お

願いをして市民の皆様方に市制施行50周年を合併

５周年ともどもお祝いする機会をというふうなこ
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と、実際先ほど壇上でもお答えいたしましたよう

に、ありとあらゆるメディアに私直接お願いいた

しました。その結果、先ほどの鑑定団の件、これ

がほぼ決定したということで皆様方にご披露、ご

紹介をすることができたわけでございまして、相

、 、 、手方があると この部分におきましては ＮＨＫ

また各民放、ありとあらゆるメディア、我々が想

定しているメディアを通して、さまざまこの50周

年記念に協賛をいただけないだろうかというふう

なことで働きかけをしております。ＮＨＫの「の

」、 。ど自慢 またさまざまなメニューがございます

その中で、特別事業の一つとして「のど自慢」に

、 「 」なるかもわかりませんし また ＢＳ日本のうた

になるかもわかりません。また、それ以外のメニ

ューになるかもわかりませんけれども、それはそ

の他の広報番組とあわせてＮＨＫ、またほかのメ

ディアにもお願いをしているということでありま

すので、それは相手方の判断によるというふうな

ことで、２月、３月ごろにはご紹介、決定の様子

を皆様方にご紹介できる時期になるのではないか

なと期待をしているところであります。

、 、公務員の部分につきましては 交通事故の部分

それから年末年始、そういうふうなことでは綱紀

粛正、交通安全、これはしっかりと啓蒙をさせて

いただきたいと、このように思います。

以上です。

〇議長（村中徹也） 24番。

〇24番（新谷 功） 市制施行50周年の件につきま

しては、市長はなかなかおかたく、私の意見は理

解しつつも参考意見として承っておきたいと、こ

のようなことで、感触がいいなという感じはする

のですけれども、これをさらに発展させていただ

ければ、市長、本当に節目の年です。宮下順一郎

市長のもとで50周年を祝って、その後の50周年は

次の後世の時代に渡していきましょうと。そうや

って高らかに50周年のお祝いを市長ともどもして

おきたいと、このように思っておるわけでござい

ます。

市長は就任１年余を過ぎたのですけれども、市

長、日曜日の「篤姫」をごらんになっております

か。それは、毎週見れるかどうかわかりませんけ

れども、この「篤姫 、ドラマの冒頭に「女の道」

は一本道」だと、決して戻れないのだ、戻らない

のだと。今この「篤姫」が本当に高視聴率で、と

ても人気があるのです。この「篤姫 、宮崎あお」

い、23歳、東京生まれ。実は、これ何で今の国民

の老若男女を問わず人気があるかといえば、こう

いう時代に女の道は一本道だと、戻れないと。そ

して、薩摩から江戸まで来て、その決意が、彼女

は48歳まで生きたのですけれども、部下思い、皆

さんは私の家族だと、こう言うのと、また一つは

自分の意思がきちっとしている。信念を持って臨

んでいることだと、私はこのように考えるわけで

ございます。

実は先日私の同僚議員、きょうもここに来てお

りますけれども、いろいろ宮下市長のことについ

、 。て 我々は酒を交わしながら話題になったのです

それは、市長の今までの１年余を過ぎたこの政策

あるいは公約したことをずっと見れば、そのとお

り推し進めてきております。

〇議長（村中徹也） 新谷功議員、申し合わせの時

間が参っております。

〇24番（新谷 功） そして、我々その酒の中で、

こうやって市長が頑張っているのだから、我々は

応援していこうと。いろいろ立場があったにして

も、こういうときにこそ、その市長の思いをかな

えさせてやろうと、こういう話も出ておりますの

で、市長、どうぞ今後も謙虚な気持ちで、もちろ

ん市長はとても謙虚です。どうぞよろしくお願い

いたしたいと思います。

年末年始、市長、十二分にお体を、御身大切に

過ごしていただきたいと、このように申し上げま
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して、私の質問を終わらせていただきます。議長

のご配慮ありがとうございます。

〇議長（村中徹也） これで、新谷功議員の質問を

終わります。

午前11時15分まで暫時休憩いたします。

午前１１時０７分 休憩

午前１１時１５分 再開

〇議長（村中徹也） 休憩前に引き続き会議を開き

ます。

◎浅利竹二郎議員

〇議長（村中徹也） 次は、浅利竹二郎議員の登壇

を求めます。23番浅利竹二郎議員。

（23番 浅利竹二郎議員登壇）

〇23番（浅利竹二郎） むつ市政クラブの浅利竹二

郎でございます。むつ市議会第198回定例会に際

し一般質問をさせていただきますので、理事者各

位におかれましては、明快かつ具体的なご答弁を

お願いいたします。

先ほども新谷功議員がおっしゃいましたとお

り、アメリカがくしゃみをすれば日本は風邪を引

くの例えどおり、サブプライムローン破綻が起因

の世界恐慌が吹き荒れ、おかげで衆議院の解散は

吹っ飛び、せっかく事務所開きをした先生方も一

時店じまいを余儀なくされるという何とも締まら

ない話になってきました。また、うわさの定額給

付金にしても２兆円という巨費の大盤振る舞いが

行われようとしておりますが、何か違うのではな

いのかなという思いがしてなりません。景気浮揚

策をうたっておりますが、目先の解散総選挙対策

が本音でありますから、余りにも見え見え過ぎて

しらけムードにもなっております。国民にしてみ

れば、そんなに余裕があるのなら、最初から税金

を安くしろと言いたくもなるところであります。

このままでは解散総選挙もおぼつかず、じり貧状

態に追い込まれるのが関の山のような気がいたし

ますが、自民党よ、しっかりしろと声を大にして

質問に入ります。

質問の第１は、公共交通機関としての市内路線

。 、バスの将来展望についてであります 昨今少子化

高齢化現象が顕著で、また車社会が定着したこと

もあって、市内路線バスの乗客数は減少の一途を

たどっております。また、燃料の高騰とも相まっ

て、路線バス会社は厳しい経営状態に陥っている

ようでもあり、路線の変更、縮小、廃止等の見直

しもたびたび行われてきた経緯があり、会社存続

の危惧もうわさされる昨今であります。しかしな

がら、市内路線バスが担う公共交通機関としての

社会的責務を考えれば、単に収益のみの観点から

論ずることは許されないことであり、自治体とし

ても自ら公共性の観点を第一義にした相応の助

成、支援等が必要と考えられます。

そこで、これらの認識のもとにお尋ねいたしま

す。現在ＪＲ、下北交通両バス会社の市内循環、

市外定期バスの路線本数と過去３年間での路線廃

止、変更、減便数をお知らせください。

次に、来年の夏には市役所の移転が実施され、

都市機能に大きな変革がもたらされます。また、

数年前に新設され利用者も多い眼科医の利便性の

悪さ、そして昨今にわかに進出ラッシュとなりつ

つある大型商業施設へのアクセス等に対処すべく

市内路線バスの運行について総合的な見直しが必

要と考えますが、そのことにつき市長にお尋ねい

たします。

次に、新聞報道によりますと、家族間で介護す

る世帯のうち高齢者が高齢者をお世話する70歳以

上の老老介護世帯の割合が３割を超えたとありま

す。超高齢化社会の深刻な生活実態は、このまま

むつ市にも当てはまり、特に遠隔地、中山間部の

多い地域に対してきめ細かな配慮による交通機関
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の確保が重要であると考えますが、そのことにつ

き市長にお尋ねいたします。

質問の第２は、市町村合併後の違和感について

であります。平成17年３月の合併以来約４年にな

ろうとしております。その間、行政も議会も、そ

して市民も合併効果の実を高めるべく試行錯誤を

繰り返しながら、今日に至るまで努力を重ねてま

いりました。しかしながら、今だすっかり溶け込

んでいるというところには至っていないような気

がいたします。旧むつ市と旧町村間の格差、いろ

いろな格差が存在することは事実ですから、その

ことが合併後の違和感としてわだかまっているよ

うに感じます。

さて、旧町村での声ですが、合併はしたくなか

ったというのが本音のようであります。しかしな

がら、少子高齢化の波に洗われ、急激な人口の減

少や高齢社会の出現により、単独では町も村も立

ち行かない以上仕方がなかったというところだっ

たのでありましょう。

さて、合併はしたものの旧町村部の人口減少は

顕著で、原因としては少子化と旧むつ市内への流

出が考えられますが、この関係は都会と地方の関

係にも擬せられ、格差と見ることができます。な

、 、ぜ都会に集中するのか わかり切ったことながら

職があり、交通が便利であり、病院も買い物も身

、 、近にあって 生活をするうえで重宝だからですが

このように旧むつ市と旧町村間の格差について、

市長はどのような感想をお持ちなのかお伺いいた

します。

次に、旧町村が単独の自治体であったとき、地

域の核として役場の果たす役割は大きなものがあ

。 、ったように考えます 地域の核として人が集まり

役場が発注する大小の契約行為によって、地域格

差はそれなりに回転したわけであります。

ところで、現在市の発注する契約行為はどのよ

うな形になっているのでしょうか。それぞれの分

庁舎での契約発注行為は、金額の大小にもかかわ

らず一括本庁舎が行うのであれば、旧町村の小企

業は太刀打できないことは当たり前であります。

地元経済を担ってきた小企業の急激な衰退、疲弊

を見て、市長はどのような感想をお持ちなのかお

伺いいたします。

あわせてこれら脆弱な地元企業に対して今後何

らかの対応策の余地はないのかについてもお伺い

いたします。

質問の第３は、下北・むつ市経済産業会議につ

いてであります。先日市長より会議の内容につい

て報告書が提出されました。疲弊した経済、雇用

の起爆としての位置づけに期待するものでありま

すが、我々としては具体的に目に見える形での短

期、中期の目標値が欲しいわけであります。新聞

報道にありました産業政策課の担う役割とあわせ

て、今後の方向性、期待値について市長の所見を

お伺いいたします。

次に、独自課税の取り組みとして、法定外普通

税及び目的税の創設についてであります。報告書

の冒頭に法定外普通税の検討云々が記されており

ますが、青森県では既に法定外普通税として核燃

料等取扱税が課税されており、また原子力先進地

であります新潟県柏崎市等では法定外普通税及び

目的税に市町村税として使用済核燃料税を課税し

ている実績があります。このことから、むつ市に

おいても中間貯蔵施設の使用済み核燃料に課税が

可能なような気がしますが、そのことにつき市長

のお考えをお伺いいたします。

次に、企業誘致にしろ雇用の創出にしろ、相手

があっての交渉であり、下北、むつの地に魅力を

感じ、進出を決意させる決定的なものがなければ

なりません。ただ、自然は豊富ですよだけの売り

では企業の進出を決意させることはできないと考

えます。下北、むつの地に企業を誘致し、雇用の

創出を促すためのセールスポイントは何かについ
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て、市長のお考えをお伺いいたします。

次に、最近急増しつつあります大型商業施設に

、 、ついて 雇用の期待が膨らむところでありますが

雇用の見通し等について情報があればお伺いいた

します。

次に、これも新聞報道にありましたが、むつ市

が試行的に導入した行政評価制度の委員長所見

に、市担当者に将来展望を明確にしたうえでの創

意工夫するという積極性に欠ける印象を受けたと

のコメントがありました。今むつ市は、地域経済

の低迷、雇用の減少、そして市経済の困窮とまさ

に非常のときであります。非常のときにこそ、市

長自らが職員を陣頭指揮し、トップセールスに駆

けずり回る覚悟が大事であると考えますが、市長

の決意をお伺いいたします。

以上、大きくは３項目につき壇上より質問させ

ていただきました。細部につきましては、ご答弁

をお聞きたうえで再質問、要望等をさせていただ

きますので、よろしくお願いいたします。

〇議長（村中徹也） 市長。

（宮下順一郎市長登壇）

〇市長（宮下順一郎） 浅利議員のご質問にお答え

いたします。

まず、公共交通機関の将来展望についてであり

ますが、ご質問の１点目、市内路線バスの実態に

ついて、現在運行されている路線の本数及び過去

３年間の減便等の実績についてのお尋ねにつきま

しては、企画部長から説明をいたさせます。

ご質問の２点目、市役所の移転、医療機関及び

各種商業施設等の進出に伴う路線バスの見直しに

ついてでありますが、現在運行されている市内循

環等の路線は、主にむつ総合病院または中央クリ

ニックモールへ通院する利用者が多いという実態

を考慮して路線や運行の時間等を設定していると

伺っております。むつ地区におきましては、議員

ご発言のように、個人医療機関の開設や宅地分譲

などで地域住民の行動範囲が変化しており、現行

のバス路線では十分な対応ができていないという

ことは承知しているところであります。これら地

、 、域公共交通の問題につきましては 本年９月に市

バス、タクシー事業者、利用者の代表等で構成す

るむつ市地域公共交通活性化協議会を設置いたし

ましたので、議員ご発言の総合的な見直しや新た

な運行形態及び経路の設定等について協議の対象

としているところであり、利用者の意見、バス、

タクシー事業者による対応性及び利用実態等を総

合的に見きわめながら、この協議会での協議を進

めてまいりたいと考えております。

ご質問の３点目、高齢化社会における公共交通

機関確保の責務についてのご質問にお答えしま

す。浅利議員から超高齢化社会というご発言があ

りましたので、当市の現状について若干触れさせ

ていただきます。昨年９月の定例会におきまして

、 、も 他の議員の一般質問にお答えしておりますが

65歳以上の高齢者が全体の半数を超えるいわゆる

限界集落と位置づけられる集落が昨年７月末の時

点では大畑町木野部地区の１集落、65歳以上の方

が４割を超える集落では、川内町畑地区ほか９つ

の集落が該当しておりましたが、本年11月末現在

の住民基本台帳人口では、限界集落に該当する集

落は木野部地区に畑地区が加わり、２集落と増加

しております。また、65歳以上が４割を超える集

、 。落は全体で３集落ふえ 12集落となっております

一般に高齢者は交通弱者と呼ばれる方々であり、

特に集落においては地域公共交通の役割はそれだ

け高くなってまいります。集落が関係する交通機

関の確保ということでは、旧町村が路線の廃止等

に伴い補助金を出して路線を維持してきた５つの

路線がありますが、現在むつ市全体では、それら

の路線を継続して運行いたしております。

この廃止代替等バス路線につきましては、高齢

者の通院等の足として欠かせない路線と考えてお
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りますが、人口減少等に伴い、年々利用者が減少

しておりますことから、事業採算性と公共性、公

益性のはざまの中で厳しい局面にあるのも事実で

あります。議員ご発言の遠隔地や中山間部に対す

るきめ細かな配慮といったことにつきましては、

地域の声を聞きながら、デマンドバスや乗合タク

シーなど新たな輸送形態も含め抜本的検討が必要

であると考え、先ほど申し述べましたむつ市地域

公共交通活性化協議会の議論の俎上にのせていく

予定にあります。

また、このことに関しましては、先般行政改革

の一環として試行的に実施した行政評価におきま

しても、コスト対効果の面から再検討が必要とい

った評価がされているところでもありますことか

ら、地域公共交通活性化協議会での議論を活発化

させ、地域の実情に合った輸送形態による利便性

の高い公共交通につなげていきたいと考えており

ますので、ご理解願います。

次に、市町村合併後の違和感についてのご質問

であります。まず、旧むつ市と旧町村間の格差に

ついてどのような感想を持っているかとのご質問

でありますが、少子高齢化が進む現在の社会情勢

の中においては、旧町村部の人口減少は、議員ご

指摘のように旧むつ市内への人口移動も一因と考

えられますが、旧むつ市内においても人口は減少

傾向にあります。これは申すまでもなく、出生率

の低下に加え、旧むつ市内においても働く場所が

少ないこと等により、若者の域外流出が大きな要

因となっているものでありますが、それぞれが生

活を営んでいくうえではいかんともしがたい面も

あるということも否定できないものと考えており

ます。

本市のみならず、全国の同様の自治体は、その

対策に頭を悩まし、模索を続けているところであ

、 、りますが この現状をただ受け入れるだけでなく

何らかの方策を見つけて対応していかなければな

りません。この後触れさせていただきますが、過

日行われた下北・むつ市経済産業会議の場におい

、 、ても 不便さなどを逆手に活用する手だてを考え

都会の人を誘導することも可能ではないか、そし

てそのためには観光や仕事でやってくる人たちを

受け入れる体制、もてなす産業の拡大を考えてい

くべきではないかというご提言などもありまし

た。少子化による人口減少は、受け入れざるを得

ない時代の流れとなっておりますが、それならば

どのようにして他の地域から人を呼び込むか、ま

た定住へと結びつけるか、そしてそれをどのよう

に地域のコミュニティーや地域の産業に生かし、

活性化させていくかということについて、地域の

皆様とともに知恵を出し合って考えていきたいと

思っております。

次に、旧町村の核であった役場が担った発注業

務の消滅による地域経済の疲弊についてでありま

す。旧むつ市も含めまして、合併以前にそれぞれ

の市町村が執行してきた事務事業に伴う地元消費

需要が地域経済に与えてきた影響は大変大きいも

のであると認識しております。合併により発注業

務が本庁舎に一元化され、中心部との経済格差が

さらに拡大していくのではないかとのご指摘であ

りますが、合併後における工事請負、業務委託及

び物品等の発注業務につきましては、平成17年５

月の旧３町村商工会からの要望を踏まえ、法令の

規定に基づく随意契約制度を活用し、業種、金額

に応じ地域性を考慮したうえで発注することとし

ており、これにより各地元業者の受注機会の確保

を図っております。

なお、発注業務の制度につきましては、後ほど

総務部長から説明いたさせます。

次に、地元小企業の急激な衰退、疲弊を見てど

のような感想を持っているかというご質問にお答

えいたします。現在むつ市の景況は少子化による

人口減少や経営者の老齢化が進む中で、後継者不
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足という社会的な要因と原材料の高騰や売り上げ

の減少による収益の悪化などの理由から、これま

で地元経済を担ってきた小企業者の経営はかなり

厳しい状況に置かれていると認識いたしておりま

す。

また、地元企業に対する今後の対応についてで

ありますが、むつ市独自の施策としては、市内中

小企業の経営安定のため、保証料を市で負担する

むつ市中小企業事業活性化資金特別保証制度、む

つ市中小企業小口資金特別保証制度及びむつ市小

口零細特別保証制度を設け、利活用を促している

ところであります。

また、国で進めている総合経済対策の一つとし

て、銀行などからの中小企業に対する融資が焦げ

ついた場合、信用保証協会が100％保証して弁済

する緊急保証制度が今年度から設けられており、

、 、この制度は市町村の窓口で認定を受け 金融機関

信用保証協会の審査を通れば運転資金や設備資金

の融資を受けることができるというものでありま

す。現在むつ市内では、この制度に基づく融資に

ついて34件の申請があり、現在の経済情勢から、

これからもふえてくるものと予想されますが、中

小企業庁からの通知では、認定基準の大幅な緩和

と弾力的な運用をするようにとの指示が出されて

おり、今まで以上に利用しやすい制度となったこ

とから、関係団体等を通じて利用を呼びかけ、今

後も制度の情報提供等のＰＲに努めていきたいと

考えておりますので、ご理解を賜りたいと存じま

す。

次に、下北・むつ市経済産業会議についてのご

。 、質問にお答えいたします 質問の１点目と３点目

そして５点目については、この会議と直接関連す

る部分でありますので、あわせてお答えいたしま

す。

議員ご承知のとおり、下北・むつ市経済産業会

議は、大学教授や市内の商工農林漁業団体、研究

機関、下北地域に関連する電力会社等幅広い分野

から参画をいただき、委員25名で組織された会議

であります。前回のむつ市議会第197回定例会に

おいても浅利議員からご質疑があり、触れさせて

、 、 、いただきましたが この会議の趣旨は 下北地域

むつ市の共通する最大の課題である雇用の創出等

について意見交換し、その中から具体の対応策を

拾い上げ、元気な下北むつ市を形成していきたい

とするものであります。

委員からは、数多くの貴重なご意見、ご提言を

いただき、先般「産業振興の芽出しを促し、雇用

の前進を確実に」という副題を添えた会議の要旨

を取りまとめたところであります。この中で雇用

、 、 、の拡大は地域の文化 住民の意識 地域の教育力

産業界の力、公の意欲などが大きく関連し合う総

合的取り組みによって前進するという認識を持っ

て、むつ市の短期的対応策、中期的対応策をまと

めております。

委員の皆様からいただいたご意見、ご提言をも

とに、来年度において着手したいと考えている短

期的対応策の主なものにつきましては、まず情報

産業、インターネットの活用を推進する検討会を

関係団体と連携し協議を開始いたします。

また、電力事業会社と地域の企業との連携を市

がバックアップする体制を組織化し、資機材の受

発注を初め地元企業でできる範囲の拡大に関係団

体と共同して取り組みます。企業を誘致し、雇用

の創出を促すためのセールスポイントは何と考え

るかということについてでありますが、新たに企

業に来てもらうためには、議員ご指摘のように、

この地域ならではの売り、企業にこの地域で活動

してみたいと思わせる何かが必要となります。こ

の会議においては、企業誘致に関して用地面積の

確保が容易、土地の価格が安いというほかに県や

市町村の支援、助成が強力というのが三本柱であ

り、特に県や市町村の協力、支援が最近の関心事
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である旨のご提言もありました。冷涼な気候や雷

が少ないという地域性は、情報関連産業との結び

つきにおいて他地域より優位にあるのではないか

というご意見もありました。

また、幾つもの電力事業者が集中するこの地域

は、環境エネルギー関連産業に対して魅力のある

地域であるということを十分にアピールできる部

分でもあります。ただ、これらについては資格や

品質保証といった相手方が求める要件にこたえる

地域の力がなければ容易なことではなく、また一

朝一夕にできるものではありませんので、今後そ

のような地域の人材育成といった課題に関係団体

と連携し、積極的に対処してまいる必要があろう

と考えております。

これらを踏まえて考えてみた場合、企業誘致に

際しての初期的対応から誘致後のフォローアップ

までの企業に対する支援、協力が重要な要素であ

ろうと考えるところであります。

企業誘致については、地元産業との効果的な相

乗性を考慮しながら、関係団体、地域と連携して

トップセールスを行っていきたいと考えておりま

す。トップセールスへの取り組みとしては、企業

誘致についてはもちろんのこと、地元特産品の販

売等におきましても、市及び下北を挙げて取り組

んでいるという姿勢を外に見える形で示すことが

大切でありますので、その意味でトップセールス

は地元自治体の熱意、協力の最たるあらわれであ

り、大いに私自身汗を流す覚悟にあります。それ

を実行あらしめるためには、来年度において仮称

産業政策課を立ち上げるなど、組織体制の拡充は

もとより、全庁一丸で情報収集に努め、情報の共

有を図ることを督励していくことが肝要であろう

と認識を深くしているところであります。

このたびの下北・むつ市経済産業会議のテーマ

である「産業振興の芽出しを促し、雇用の前進を

確実に」をひたすら願い、これからが実質的に始

まりという思いで元気な地域づくりに邁進してい

く所存でありますので、浅利議員初め議員各位の

ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げま

す。

次に、質問の２点目、独自課税の取り組みとし

て、法定外普通税及び目的税の創設についてのご

。 、質問についてお答えいたします ご存じのように

平成12年４月に地方分権推進を図るための関係法

律の整備等に関する法律、いわゆる地方分権一括

法が施行されたところであります。これによりま

して、税の分野では課税自主権尊重の観点から、

従来の法定外普通税に加えて法定外目的税の創設

、 、が可能となるとともに 新税の新設に当たっては

国の許可制から協議制に緩和されたところであり

ます。これに伴いまして、財政難に悩む全国各地

の地方自治体の中には、財源確保のために法定外

税の創設に取り組むところが次々と出てきており

ます。

このような中で鹿児島県薩摩川内市と新潟県柏

崎市がふえ続けるサイト内の使用済燃料に着目し

て、それぞれ平成16年４月と平成15年９月に法定

外税条例を制定いたしております。このような状

況を踏まえまして、私は国内初の使用済燃料中間

貯蔵施設が当市に立地されるに当たり、当該施設

に貯蔵される使用済燃料への課税権を行使したい

ものと５月に報道陣に対しまして、新税の検討を

表明いたしたところであります。その後６月２日

には庁内に新税創設事業推進プロジェクトチーム

を立ち上げて、新税創設実現に向けた検討をいた

しているところであります。

市の素案につきましては、施設建設スケジュー

ル及び納税対象者との交渉等の兼ね合いから、今

だ公表する段階にありませんが、国との協議に当

たっては、事前に条例を制定しておく必要があり

ますので、議員の皆様にはしかるべき時期に事前

に概要をお示しし、ご理解を得たいものと考えて
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いるところであります。

次に、質問の４点目、急増しつつある大型商業

施設に係る雇用の見通しについて伺いたいとのこ

とでありますが、来年度建設される大湊地区への

大型商業施設については、開店が次年度になるこ

とから、現時点ではどの程度の雇用人数かはつか

み切れていないところであります。これまでの同

様の施設を参考にした場合、30人から40人程度で

はないかと考えられるところでありますので、ご

理解を賜りたいと存じます。

〇議長（村中徹也） 企画部長。

〇企画部長（阿部 昇） 公共交通機関の将来展望

についての１点目、市内バスの実態についてご説

明をさせていただきます。

ＪＲバスと下北交通の市内循環線及び市外定期

バスの路線の本数と過去３カ年の路線廃止等につ

いてのご質問でありますが、運行便数につきまし

ては、各事業者が利用の実態調査をもとに、ダイ

ヤ改正の都度各路線について便数の増便を行って

おりますことから、すべての路線についてお答え

することになりますと、相当の時間と量となりま

すので、当該事業者が運行する全路線の平日１日

当たりの合計便数での比較ということでご説明を

させていただきます。

まず、ＪＲバス東北大湊営業所が運行する市内

路線は、大湊営業所の資料によりますと、下北本

線、下北並川団地線、中央町線の３路線となって

おり 合計で１日44便となっております 平成18年、 。

度の合計運行便数と比較しますと、12便が減便と

なっております。路線の変更廃止は、過去３年間

ではございませんでしたが、下北並川団地線を平

成21年４月のダイヤ改正をもって廃止する予定と

なっております。

次に、下北交通株式会社が市内を運行する路線

についてご説明をいたします。下北交通からの資

料によりますと、路線については市内線むつ病院

循環線など10路線が運行されており、合計で１日

37便となっております。平成18年度の合計運行便

、 。数と比較しますと 21便が減便となっております

路線の変更は、過去３年間では、ございません

が、今回12月１日のダイヤ改正から松山団地線が

廃止となっております。

次に、むつ市を起点に町村をまたがって運行さ

れるいわゆる生活交通路線についてであります

が、現在むつ佐井線、野辺地線など６路線が運行

されており、合計で１日94便となっております。

平成18年度の合計運行便数と比較しますと、野辺

地線が平成19年度に２便が減便となっておりま

す。路線の変更廃止は、過去３年間ではございま

せん。

このほかご質問の３点目にも関連いたします

が、廃止路線等代替バス路線についてであります

が、大畑地区では下北交通が季節限定ではありま

すが、薬研線と小目名線の２路線、計２便、川内

地区では川内交通が湯野川線の１路線６便、脇野

沢地区では脇野沢交通が九艘泊線と源藤城線の２

路線、計14便を運行しております。平成18年度と

の比較では変更がございません。

路線の変更等につきましては、過去３カ年では

平成18年度と平成19年度に脇野沢地区の九艘泊線

ががけ崩れによる通行どめにより臨時的に運休及

び路線変更した例はございますが、各路線とも変

更はございません。

以上でございます。

〇議長（村中徹也） 総務部長。

〇総務部長（新谷加水） 浅利議員の発注業務にか

かわりますお尋ねの部分について市長答弁に補足

説明させていただきます。

市長から答弁がございましたように、法令内で

、 、の配慮といたしまして 130万円以下の工事請負

50万円以下の業務委託等につきましては、各分庁

舎において入札によらず随意契約により地元業者
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を優先して見積もりを徴して発注しております。

また、130万円を超える工事請負、50万円を超え

る業務委託等の入札につきましては、本庁舎の契

約担当課において発注業務を執行しているところ

でございますが、その入札につきましては、昨年

度まで合併に伴う地域への配慮といたしまして、

、 、 、川内 大畑 脇野沢地区における工事については

その地区の１ランク上と下のランクづけの業者を

すべて指名するという制度を採用しておりました

が、特定地域への配慮は私的独占の禁止及び公正

取引の確保に関する法律に停職するおそれがある

ことから、やむなくこれを廃止したところでござ

います。

なお、工事請負における入札契約事務の執行に

当たりましては、良質な工事の施工を確保するた

め、一定の基準価値を下回る入札があった場合に

入札価格について調査する制度として、むつ市低

入札価格調査制度実施要綱を制定するなど、さら

なる透明性の確保、公正競争の促進、不正行為を

排除するための入札契約事務の改善を図っている

ところであります。

物品の調達につきましては、本庁舎以外の各分

庁舎等におきましては、１件が５万円、小・中学

校におきましては10万円を超えないものについて

は各施設で調達できる運用としておりますことか

ら、平成17年５月17日付で物品調達等における地

元企業の受注機会の確保について各分庁舎等に通

知し、地元業者への発注を要請してございます。

また、本庁舎において必要となる物品の発注に

つきましても、各地域の地元業者を含め、特定の

業者に偏ることなく均等に発注しております。今

後におきましても、この方針に沿いまして、既存

の予算を有効に執行し、各地域の地元業者に可能

な限り配慮した発注業務に努めてまいりますの

で、ご理解を賜りたいと存じます。

以上でございます。

〇議長（村中徹也） 23番。

〇23番（浅利竹二郎） ありがとうございました。

それでは、再質問、要望等をさせていただきま

す。

まず質問第１の公共交通機関の市内路線バスの

将来展望についてでありますけれども、３点の再

質問をさせていただきます。

まず、ご説明をいただきましたように、むつ市

内の路線バスの状況は、減便、廃止が進んでおり

まして、日常生活には不可欠な市民の足がそがれ

るような方向になっておりまして、お年寄りの交

通弱者に対しては暮らしにくい町になりつつあり

ます。

次に、国土交通省の調査によりますと、人口減

少と高齢化が進む集落に暮らす住民の約90％は将

来とも住み続けたいという回答をしております。

そして、その理由としまして 「今住んでいるう、

ちや地域に愛着がある」と答えております。生活

の困り事や不安では 「近くに病院がない 「食、 」、

料や日用品が近くで買えない」などという調査結

果になっておりまして、これらの認識の上に立て

ば、地域の実情に即した利便性の高い公共交通機

関の確保が喫緊の課題であると考えますけれど

も、先ほどご説明ありましたデマンドバス、乗合

タクシー等の実現の可能性はいかがでしょうか。

次に、大湊地区のように、坂道が多いまちでは

大型バスではなく海岸線等国道をうねる坂道を小

型車両の運行が実態に即していると思いますけれ

ども、これらの検討の余地はないのか。

次に、国土交通省が地域の実情に合った交通網

に再生する計画づくりを支援する事業を開始した

とあります。これは新聞報道にありましたけれど

も、このようなことに応募すべきではないのかと

いうこの３点についてお尋ねいたします。

〇議長（村中徹也） 市長。

〇市長（宮下順一郎） ３点の再質問というふうな
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ことでございますけれども、まず現状をお伝えし

ておかなければいけない、全体で考える中での現

状と、これからのことを考える中での現状という

ふうなことを私なりの見方をお伝えしておかなけ

ればいけないのではないかなと。

公共交通機関というのは、やはり文字どおり公

共性、公益性、そういうふうなものが求められる

わけであります。しかしながら、一方、これは当

地では民間２社のバスが運行されているわけです

けれども、その部分ではやはり民間事業者であり

ますので、その収益性の問題、こういうふうな大

きな２つのテーマの中での非常に厳しい運営、選

択をしていかなければいけない。先般、先ほど壇

上でお話をしました協議会の中でもお話を伺いま

した。市民の要望があって、ある路線を開通した

と。ところが、当初はよかったけれども、今運行

は１便当たり1.数人と、1.5以下であると、つま

り空気を運んでいるような現状もあるというふう

な、採算性の問題で非常に大きな負担になってい

るという現状もご理解をいただきながら、さまざ

まな部分で今協議会で検討をしていただいている

というふうなことでございます。

デマンドバス、これも一つの手法としてはあり

得るものだと思います。しかしながら、バスの利

用者、現在県内では昭和45年ころの約４分の１の

利用者になって減少していると。非常にマイカー

でさまざま出歩く、回るというふうな形態になっ

てきている。しかしながら、まだまだ当然交通弱

者というふうな方々もおるわけであります。その

ような意味では、何らかの形でその輸送形態、こ

れを見出したいというふうな思いは浅利議員と共

有をしているところであります。

そこで、今地域公共交通活性化協議会というふ

うなことで、協議によって、そのような輸送形態

も可能となるということも考えられますけれど

も、デマンドバス、そういうふうなさまざまな手

法で、ただちに他市の状況を取り入れていいのか

というふうなさまざまなその地域の特性がござい

ますので、そういう意味では失敗をしている例、

これらもあります。そういう意味では、事業者側

が把握をしております需要動向のデータを収集、

分析し、そして利用者の方々の意向も聞いていか

なければいけない。公益性を考慮しながらも、そ

の利益、収益性というふうなことも考えていかな

ければいけない時代にもう完全に突入していると

いうふうなことでありますので、地域に適した輸

送形態、そして経路、これらについても協議会の

ほうで協議してまいりたいと、このように考えて

おります。

また、大湊地区の坂道、そして狭隘な箇所とい

うふうな形、各地区にございます。これらも協議

会での協議によりまして、乗合タクシー等による

運行も考えられるわけでありますけれども、利用

の可能性の分析、これも必要であります。そして

実施主体、そして運営費の問題、市として補助を

出している今現在の部分もあります。そういうふ

うなところも踏まえまして検討が必要なのではな

いかなと。

この協議会には、先ほど壇上でもお話をしまし

たように、バス、タクシー事業者、そしてまた東

北運輸局の関係者、そして利用者の代表者という

ふうなことで構成をされておりますので、どのよ

うな形態での運行が可能になるのかというふうな

ことをさまざまな立場からのご意見を伺って検討

してまいりたいと、このように思います。

３点目の国土交通省が実施するこの交通活性化

再生法に基づく地域公共交通活性化再生総合事業

という、このことだと思いますけれども、この部

分につきましては、協議会において協議を進めて

、 。 、まいりたいと このように考えます 基本的には

公共交通の活性化を総合的、一体的に推進する前

提に立っているというふうなことでございますの
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で、これらの情報もまた議員のご発言のご趣旨も

協議会の中で生かされていくものではないかな

と、このように思います。

〇議長（村中徹也） 23番。

〇23番（浅利竹二郎） ありがとうございます。

どうしてもこれを運行する会社そのものが企業

でありますので、費用対効果が優先して論ぜられ

るわけですけれども、公共性という観点から、市

当局につきましては、交通弱者に対するそういう

思いやりといいますか、そういうことを整備、確

保していただきまして、明るい住みよいまちづく

りということの観点で努力してもらいたいと要望

しておきます。

次に、質問の第２の市町村合併後の違和感につ

いてであります。いろいろ問題は多々あるのです

けれども、合併効果が何となく思わしくないとい

うのは、やっぱり地元の企業が疲弊して、経済が

うまくいっていないというのが根底にあるわけで

す。先ほどいろいろるるご説明いただきましたけ

れども、１点確認をしたいと思います。各分庁舎

の権限で少額の入札、随契等が行われるというこ

とでありますけれども、今の各分庁舎の実態、実

績、昨年度の入札件数、金額、トータルでいいで

すので、それぞれの分庁舎の実績をお願いいたし

ます。

〇議長（村中徹也） 総務部長。

〇総務部長（新谷加水） 浅利議員のご質問にお答

えを申し上げたいと思います。

各分庁舎における昨年度の発注実績ということ

でございますが、平成19年度川内庁舎につきまし

ては、工事請負が５件で81万2,700円、業務委託

が23件で568万9,127円、物品購入が310件で430万

3,234円、トータルで1,080万5,061円というふう

になっております。

また、大畑庁舎につきましては、工事請負が３

件で329万9,100円、業務委託が45件で924万

8,346円、物品購入が117件で139万9,207円となっ

ております。トータルでは1,394万6,653円。

また、脇野沢庁舎につきましては、工事請負が

６件で198万8,940円、業務委託が27件で528万

6,591円、物品購入が162件で240万249円、トータ

ルで972万5,780円というふうになっております。

なお、本庁管財課で一括して入札している工事

入札分につきましては、平成19年度では川内地区

が21件で２億3,062万7,250円、大畑地区が17件で

３億5,521万5,000円 脇野沢地区が７件で3,035万、

6,000円というふうになってございます。

以上でございます。

〇議長（村中徹也） 23番。

〇23番（浅利竹二郎） ありがとうございます。

後段の金額の大きい億の単位の金額、これはも

う去年で打ち切りということなわけですよね、発

注。そういうことではなかったですか。

あと、前段のほうで少額の入札金額等は大体押

しなべて1,000万円ぐらいが地域に落ちるような

格好になっているのですけれども、いずれにしろ

この金額ではなかなか地域経済を潤すというとこ

ろまでには至らぬということだと思います。いろ

いろな制約があって特定地域での随契発注は困難

なようでありますけれども、合併後の急激な地域

経済の疲弊には、今後とも市長として意を用いて

いただきまして、合併効果の実を上げられるよう

希望しておきます。

次に、質問の第３点です。下北・むつ市経済産

業会議は、総論はよしとしますけれども、各論に

ついてこれからどんどん詰めていって、いろんな

企業、官民が一緒になりまして成果を上げてもら

いたいと思います。

それで、その１つに産業政策課の陣容、具体的

な任務について簡単にご説明をお願いいたしま

す。

〇議長（村中徹也） 市長。
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〇市長（宮下順一郎） 新年度の組織の中で、仮称

でありますけれども、産業政策課というふうなこ

とを今考えているところであります。これは、こ

のたびの下北・むつ市経済産業会議のご意見等を

、 、参考にいたして その結果むつ市として短期的に

そしてまた中期的に対応しなければいけない、こ

れを具体化していこうという形でのまず基幹的な

、 、組織と こういうふうにとらえていただきたいと

このように思います。

これまで経済部で所管をしておりました、経済

部の商工観光課と一部企画部企画課というふうに

分かれていた業務、なかなかこれは行政の組織の

中で、余りお話をしたくない表現なのですけれど

も、縦割りの中で横の連携をこれからもっともっ

と強めていかなければいけないだろうと、こうい

うふうな気持ちで、その商工観光課と一部企画課

のこの部分、その分かれていた業務、これはやは

り一元化して商工業の振興とか、商工関係団体の

育成、指導、そして企業誘致と。さまざま今まで

２つの課に分かれていたものを一元化して雇用の

促進とか、それから企業の誘致、そういうふうな

ものにエネルギーを注いでいくべき必要があると

いうふうに今認識をしておりますので、産業の活

性化に関する業務、これを担当する新しい課の創

設を指示したというふうなことでご理解をいただ

きたいと、このように思います。

具体的な事業、そしてまた所掌事務等につきま

しては、これからじっくりと精査を重ねていくと

いうふうな状況でございます。

〇議長（村中徹也） 23番。

〇23番（浅利竹二郎） ありがとうございます。

むつ市の未来を形づくる重要なセクションにな

るわけでございますので、当然市長の指導はあり

ますけれども、課に配置された課長以下陣容は、

積極的、斬新なアイデアで、とにかく現状を打破

してむつ市のために貢献していただきたいと期待

しております。

次に、法定外課税の創設についてお尋ねいたし

ますけれども、新税創設事業推進プロジェクトチ

ームの推進状況、それと先ほどお答えにありまし

たけれども、しかるべき時期にとはどのようなタ

イミングのことを言っているのか。

それと、法定外課税で具体的な課税額を予測で

きないか、この３点について簡単にご説明願いま

す。

〇議長（村中徹也） 市長。

〇市長（宮下順一郎） 新税創設のこのプロジェク

トチームの進捗状況でございますけれども、まず

６月２日にこの新税創設推進プロジェクトチーム

ということで発足をいたしました。これまで10回

近くにわたる会議が開催され、私も３回程度の報

告を受けています。それは、そのチームの中では

資料の収集、それから分析、検討、そういうふう

なことを積み重ねておるところであります。そし

、 、 、て 納税対象者 この交渉に向けて今素案づくり

これが行われているところでありますので、現在

その粗々の案がつくられておりますけれども、こ

の案について専門的観点からさまざま検証をいた

だく場面、これらもありますし、納税者との交渉

ということも近い将来出てくると、こういうふう

に思っております。

このしかるべき時期というふうなお尋ねでござ

いますけれども、これは非常に微妙な問題があり

、 、 、まして この相手側 つまり納税対象者との協議

この部分もありますし、それから操業の部分、こ

ういうふうな部分もあります。しかしながら、基

本的には操業開始前の条例制定、これを目指して

いきたいと、こういうふうに考えます。

また、国との協議、これも必要であります。そ

ういうふうな形で、納税対象者との協議が調い、

そしてまた国との協議に入る前に条例案をお示し

する時期が訪れるものと、このように思いますの
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で、今しかるべき時期というふうな形で、いつい

つごろという状況にはまだ至っておらないところ

でありますので、ご理解をいただきたいと思いま

す。

課税額の予測、これは納税対象者との交渉の中

で打ち出していかなければいけないものであると

いうことでありますので、現時点ではお示しをで

きるものではないということを何とぞご理解をい

ただきたいと、このように思います。

〇議長（村中徹也） 23番。

〇23番（浅利竹二郎） ありがとうございます。

法定外課税の具体的な課税額は、今お示しでき

ないということでありましたけれども、先進地域

で課税しているところがあるわけですので、その

例を参考例としてちょっとご紹介できないでしょ

うか。

〇議長（村中徹也） 市長。

〇市長（宮下順一郎） 当然先進地のものが税率と

しては参考に、あくまでも参考になるというふう

なことでございまして、その税率どおりというこ

とではございませんし、さまざまな部分の中で国

との協議、また相手方との部分、そういうふうな

部分もひっくるめまして進めていかなければなり

。 、 、 、ません ただ その税率 これはあくまでも参考

先進地の参考ということで担当のほうからお答え

をさせます。

〇議長（村中徹也） 総務部長。

〇総務部長（新谷加水） それでは、私から先例と

いうことで申し上げます。マスコミにも報じられ

ておりますので、ご存じかもしれませんが、ただ

これはただいま市長が答弁されましたように、予

断を持ってもらっても困るわけでございます。あ

くまでもこれを参考に検討したいというふうなこ

とにすぎませんので、ご了承いただきたいと思い

ます。

私どもにとって参考になる先例ということにな

りますと、新潟県の柏崎市と鹿児島県の薩摩川内

市、この２つの市の例ということになるわけでご

ざいますけれども、柏崎市におきましては、使用

済燃料の原子核分裂前のウラン重量に１キログラ

ム当たり480円を課税しておりまして、５年間で

約23億8,000万円の税収を見込んでいるというこ

とでございます。

、 、また 薩摩川内市では集合体１体当たり23万円

１キログラム当たりに換算しますと、およそ

500円、５年間で約12億6,000万円の税収を見込ん

。 、でいるということでございます ご存じのように

こういう法定外税は、交付税算定の際の基準財政

収入額に算定されない、いわゆる100％を収入と

して見込める貴重な財源ということになりますも

のですから、私どもとしてもぜひ実現をさせたい

と思っているところでございます。ただ、その税

率につきましては、ただいま市長から答弁があり

ましたように、今だ慎重にならざるを得ないとい

うことでございますので、ご了承いただきたいと

存じます。

〇議長（村中徹也） 23番。

〇23番（浅利竹二郎） ありがとうございました。

下北・むつ市が原子力半島としてある意味のリ

スクを負っていることは確かでありますので、地

元に対する恩恵、見返りの期待もあるところであ

ります。今の法定外課税につきましては、必ず物

にできますよというか、成立させるようにぜひ努

力をしていただきたいと思います。

それでは、最後１点。企業誘致、雇用創出のセ

ールスポイントでありますけれども、地元の熱意

に尽きるわけでありますが、あと受け入れ側の自

助努力、技術の研鑽、蓄積、資格等、こういうい

ろんな地元の努力も必要だと考えます。それで、

旧海軍当時から今に至るまで軍艦、護衛艦の修理

等で大湊には技術の蓄積がありますけれども、大

いに活用するべきであると思いますので、市長の
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所見を、コメントをお願いいたします。

〇議長（村中徹也） 市長。

（ ） 、〇市長 宮下順一郎 浅利議員のご発言の趣旨は

大湊地区の艦船に対するさまざまな技術力、評価

、 。をしたご趣旨のご発言だと このように思います

その部分につきましても、やはり下北・むつ市経

済産業会議の中でもその技術力の部分、そういう

ふうなものも評価もされておるところでありま

す。しかしながら、この部分のまずＰＲの仕方、

こういう部分が一部の方しかやはり承知していな

いというふうな部分、こういうところもあります

し、こういうふうな例えば艦船だとか情報危機だ

とか、そういう部分の技術、こういうふうなもの

もエネルギー関連の事業会社との部分でどういう

形でこれがリンクアップできるのか、そしてまた

人材育成、どういう形で今進んでいるのか、そう

いうふうなものをやはり我々としても地元企業の

意識調査、そして実態、そういうふうなものも把

握をして、各事業、電力関係、またはそれに関連

する方々との連携を深めていくと、こういう形に

なるのでないかなと、こういうふうなイメージを

持っているところです。

連携促進というふうな形、これは大いに進めて

いく。そのためには、我々の手持ちはこうですよ

と、こういう技術者、人材がいますと、そういう

ふうなこともお伝えをしていってリンクアップし

ていかなければいけないだろうと、こういうふう

なところであります。行政が取り持つ役目を関係

団体と協働のもとで担ってまいりたいと思います

ので、いろいろな部分で浅利議員の情報等、また

各議員の情報等をご提供いただいて、まず調査、

業態、そういうふうなものを我々が把握して、そ

の関連事業者とのリンクアップに努めていきたい

と、こういうふうに思います。

〇議長（村中徹也） 23番。

〇23番（浅利竹二郎） ありがとうございました。

私の質問の本意は、老若、地域、男女の格差の

ない社会の創出ということに尽きるわけでありま

すので、市長の使命感と決意に期待し、一般質問

を終わります。ありがとうございました。

〇議長（村中徹也） これで、浅利竹二郎議員の質

問を終わります。

昼食のため午後１時30分まで休憩いたします。

午後 零時１９分 休憩

午後 １時３０分 再開

〇議長（村中徹也） 休憩前に引き続き会議を開き

ます。

◎野呂泰喜議員

〇議長（村中徹也） 次は、野呂泰喜議員の登壇を

求めます。７番野呂泰喜議員。

（７番 野呂泰喜議員登壇）

〇７番（野呂泰喜） 我が国の高齢化率、65歳以上

の人口の比率は、2015年、平成27年には26％と、

いわば４人に１人は高齢者になります。高齢者の

いる世帯の率は平成27年には41％に達すると見込

まれ、このうち高齢者のみの世帯が約半分、全体

の22％を占めると見込まれております。あくまで

も国の高齢化率でありますから、これをむつ市の

高齢化率だけに置きかえてみますと、大変大きな

数値がはじき出されることと思います。

2006年６月の医療制度改革関連法の成立によ

り、４月から後期高齢者医療制度が実施され、高

、 、齢者に新たな そして過重な負担が生じるとして

むつ市議会は後期高齢者医療制度の廃止を求める

意見書を９月定例会で可決がなされ、内閣総理大

臣、厚生労働大臣等々に本意見書が提出されたこ

とに、私といたしまして、またむつ市議会として

まことに意義深いことと思います。

むつ市議会第198回定例会に当たり、通告順に
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従い一般質問を行います。市長並びに理事者にお

かれては、前向きなご答弁をお願いいたします。

市長の政治姿勢について、平成の大合併後の検

証をお聞きいたします。今我々は、産業構造の変

化、少子高齢化、さらには人口の減少時代の到来

と大きな時代の転換期に立っております。近年の

経済社会構造の急激な変化に伴い、地域間の格差

がますます広がりを見せております。本市のよう

に合併しても自主財源に乏しく、電源立地地域対

策交付金に大きく依存する財政構造であり、電源

立地地域対策交付金を市民に還元すれば、財政再

生団体に転落する、このように体力のない新むつ

市ではなく、地域ごとの基盤整備の確立を急ぐべ

きであろうと私は思います。

川内地区、大畑地区、脇野沢地区の現状につい

て、先日私ども議員有志は、新むつ市の財政再建

を考え、そして何よりも市民生活の安定、そして

向上を第一義に有志５名で各地域に出向きまし

て、市民の皆様との対話集会を開き、多くのご意

見をいただきました。ますますまちが寂れる一方

だ、町に活気がなくなった、このままでは地域が

取り残されるのではないかといったように、地域

の衰退、人口の流出、特に若い年代層の流出に歯

どめがかからない、このような現状、これが合併

しても何もよいことがない、合併はしなければよ

かったという声になるのではないでしょうか。

そこで、質問でありますが、合併後早いもので

４年目を迎えようとしております。地方交付税は

幾らか減額されているとは思いますが、合併前の

川内町、大畑町、脇野沢村に対して地方交付税は

同様に予算配分されているのか、また過疎債につ

いても同様に地域振興に組み込まれているのかを

お聞きいたします。

川内地区、大畑地区、脇野沢地区への支援方に

ついてお伺いをいたします。旧むつ市はもともと

下北の中核都市として消費型都市と位置づけ、近

隣の町村の消費によって発展をしてきた経緯があ

ります。それに対して旧川内町、旧大畑町、旧脇

野沢村は農林水産の第１次産業が基幹産業で栄え

てきた歴史があります。今新むつ市として川内地

区、大畑地区、脇野沢地区への第１次産業に本腰

を入れ、地域ごとの基盤整備とこれからの開発事

業を地域ごとに検討し、今は苦しくとも財政支援

をして、具体的な将来像を設定してあげるべきだ

と私は思いますが、市長のご所見をお伺いいたし

ます。

市長の政治姿勢の第２点目ですけれども、都市

計画法及びむつ市地区計画についてお伺いをいた

します。

この都市計画の提案制度、近年まちづくりへの

関心が高まる中で、都市計画への関心も高まり、

住民やまちづくりＮＰＯ等が主体となったまちづ

くりに対する多くの取り組みが見受けられるよう

になりました。法の第21条の２から第21条の５ま

でに規定する都市計画の提案制度は、住民等が行

政の提案に対して単に受け身で意見を言うだけで

なく、より主体的、積極的に都市計画にかかわっ

て、また可能とするための制度であり、まちづく

りのきっかけをだれがつくるかというイニシアチ

ブを行政のみならず、住民等もとることが可能と

なったという位置づけであります。

提案制度は、これを契機としてまちづくりや都

市計画に対する住民の関心を高め、主体的かつ積

極的な住民参加が促されるものであり、この制度

の積極的な活用を図ることを手段として、まちづ

くりへの住民参加のあり方自体をより実質的なも

のへと高めていくことが期待されております。住

民に最も身近な都市計画である地区計画制度と提

案制度をあわせて活用することにより、身近な生

活環境に対する住民の意向を地区計画の提案とい

う形で行政に示すことも可能になるのだと、こう

した取り組みによって、まちづくり全体のありよ
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うについて、より広範囲に住民の合意形成が図ら

れることも期待されるものである、これは私は都

市計画制度の基本的な考え方であろうと思いま

す。

そこで質問でありますが、むつ市地区計画につ

いて、現在進められている柳町３丁目に関する用

途地域変更並びに地区計画の決定に係る経緯、そ

して経過についてお伺いをいたします。

最後になりましたが、国道338号宇曽利バイパ

スについて質問をいたします。下北圏域の産業、

、 、経済発展を考えるとき 道路網の整備はもとより

最も重要な課題であると私は考えておるところで

。 、あります とりわけ大湊地域の国道は狭隘であり

なお交通量が年々増加している現状にあり、した

がって朝夕の時間帯は渋滞が著しく、歩行者の安

全確保の面からしても、西通り地域に住まいする

住民にとりましてもバイパスの早期完成、そして

一日も早い供用開始が強く望まれているところで

あり、西通り地域住民の総意であり、願いでもあ

ろうかと思います。

このたび国道338号宇曽利バイパスのうち、市

道スキー場線から市道釜臥山線までの約1.2キロ

が大変長い年月がかかりましたが整備をされ、一

。 、部供用が開始されている現状であります そこで

以下の点についてお伺いいたします。

これからの見通しについて、故杉山前市長は自

治体で同時に２工区は国で認めてもらえないの

で、市道スキー場線から市道釜臥山線までを釜臥

山スキー場拡幅工事として、スキー場のアクセス

道路として国・県に特殊改良１種工事として認定

させ、バイパス本工区工事への呼び水であると定

例会で質問に答弁していましたが、市道スキー場

線から1.2キロメートルが完成しましたので、バ

イパス本来の本工区工事として予算が確保でき得

るものなのかをまず１点お伺いします。

２点目は、残り3.7キロメートルに対する作業

手順についてお伺いをいたします。事業を促進す

るに当たり、用地及び補償について具体的に地権

者交渉にいつから取りかかるのか、また何年くら

いをめどに完了するのか。残り3.7キロメートル

の完成年度目標は、そして最後に総事業費は幾ら

ぐらいになるのか、概算でもお知らせをお願いい

たします。

以上をもちまして、壇上からの質問とさせてい

ただきます。

〇議長（村中徹也） 市長。

（宮下順一郎市長登壇）

〇市長（宮下順一郎） 野呂議員のご質問にお答え

いたします。

まずご質問の１点目、平成の大合併後の検証に

ついて、旧町村地区は経済的にどうなっていると

認識しているかとのことでございます。合併後３

年半以上が経過し、私としては新市としての一体

感が徐々にではありますが、芽生えつつあると感

じており、また現段階はむつ市の新たな歴史の歩

みを軌道に乗せるための基礎固めの時期であると

考えておりますが、時代の流れとしての少子高齢

化や低迷を続ける社会経済情勢の中においては、

なかなか明るい希望を持たせてもらえない現況に

あるとも感じております。このことは、むつ市全

体に言えることではありますが、旧町村地区にお

いては人口減少が著しく、またそれに伴う消費動

向の落ち込みや経済の低迷基調を背景とした地元

における就労機会の減少などにより、その度合い

はさらに大きいものと認識しております。

議員お話しのように、旧町村地区は、農林水産

業などの第１次産業を生業としてきております

が、食、いやしなどといったキーワードにつなが

る第１次産業は、現在市としても強力に取り組ん

でいる「むつ市のうまいは日本一」の事業と相ま

、 、って 農水商工連携の促進を図る取り組みにより

今後魅力ある第１次産業になり、しっかりとした
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生活の基盤となっていくことを期待しているとこ

ろであります。

次に、旧町村地区の基幹的産業である第１次産

業の向上のため、合併に係る地方交付税の特例措

置や過疎債等について、その分が旧町村地区に使

われているかとのお尋ねについてであります。野

呂議員お話しのとおり、合併市町村に対する財政

的な措置としては、地方交付税において特例的な

取り扱いが認められているところであります。こ

の趣旨は、合併によるスケールメリットでさまざ

まな経費の節減が可能となり、ひいては交付税の

減少が考えられるものの、経費の節減は合併後た

だちにできるものばかりではないことから、合併

後15年度間は別々の市町村が存在しているものと

みなして計算した交付税額を下回らないように

し、合併により交付税上不利益をこうむることの

ないよう配慮がなされているものであります。

また、普通交付税が意図するところは、これを

交付することで財政水準がことなる市町村間であ

っても、行政のレベルを一定の水準に保つために

財源の保証を行うことにあり、市税と並んで市町

村における一般財源の大宗を担う基幹的な財源と

なっているものであります。補助金や地方債、こ

れには過疎債も入りますが、これら使途が特定さ

れる財源とはおのずと異なるもので、決して合併

市町村個々に分配すべき性質のものではないとい

うことをご理解賜りたいと存じます。

次に、過疎債の活用についてでありますが、こ

れについては、川内、大畑、脇野沢地域が対象区

域となっておりますので、旧町村地域における基

盤整備にそれぞれ活用を図っておるところであり

ます。

第１次産業の振興という点で申し上げますと、

川内地区ではふるさと農道緊急整備事業や宿野部

漁港の整備、大畑地区では大畑漁港及び正津川漁

港の整備、脇野沢地区では脇野沢漁港等の整備に

とそれぞれ活用されておりますほか、それ以外の

、 、 、分野で申し上げれば 道路整備 消融雪溝の整備

ポンプ付消防自動車の購入、防災無線の整備にと

広く活用が図られております。いずれにいたしま

しても、旧町村地域のみならず、当市にとっての

第１次産業はまさに基幹産業でありますことか

ら、生産基盤の整備のみならず販路拡大等ソフト

的な面に対してもさらに財源の活用に工夫を凝ら

し 「むつ市のうまいは日本一」の旗を大きく掲、

げ取り組んでまいりますので、ご理解を賜りたい

と存じます。

次に、都市計画法についてのご質問にお答えい

たします。現在進められている柳町３丁目に係る

経緯並びに経過についてのお尋ねでありますが、

議員ご承知のとおり、本年１月21日に都市計画法

に定める提案制度を活用した用途地域の変更とあ

わせ、地区計画の決定をする内容でありまして、

審査のうえ受理し、都市計画法の手続に基づき事

務を進めてきたところであります。

本年３月６日に開催いたしました市民説明会に

おいてさまざまなご意見が出されたところであ

り、私といたしましても慎重に進めるべきと判断

し、４月15日に公聴会を開催いたしたところであ

ります。これら説明会並びに公聴会でいただきま

したさまざまなご意見を精査検討し、９月25日に

は原案を案とする広告並びに２週間の縦覧に供し

た後、10月27日むつ市都市計画審議会に諮問した

ところであります。現在むつ市都市計画審議会に

おいて審議中でありますことをご理解願いたいと

存じます。

なお、経緯等については、建設部長から説明さ

せます。

次に、国道338号宇曽利バイパスについてのご

質問にお答えいたします。第１点目、これからの

見通しについてお答えいたします。

議員ご承知のとおり、宇曽利バイパスのうち水
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源池大橋を中央として大湊浜町側及び補給所側を

合わせて約3.7キロメートルが未完成となってお

ります。この残工区につきましては、大湊浜町側

及び補給所側の２区間とも今年度国の補助事業と

して一括採択され、初年度の事業費として調査費

１億円が認められており、本年の６月から７月に

かけて３地区に分けての事業説明会を終了してお

ります。残工区の総事業費並びに全線の開通時期

につきましては、現在調査設計中であることや道

路財源の見通しが明確でないことから、その結果

によっては道路予算の配分が大きく変わることが

考えられますことから、現段階では明らかにでき

ない状況にあります。しかしながら、同工区の早

期完成のため、今後とも関係機関に対し要望活動

を強力に進めてまいりたいと考えております。

第２点目の残り3.7キロメートルに対する作業

、 。手順については 建設部長から答弁いたさせます

〇議長（村中徹也） 建設部長。

〇建設部長（太田信輝） 野呂議員の都市計画法に

ついてのご質問の柳町３丁目に係る経緯、経過に

ついて市長答弁に補足説明いたします。

、 、このたびの提案は 商業施設建設でありますが

現在の用途地域は第１種住居地域及び第１種低層

住居専用地域であり、都市計画用途制限上建設で

きない場所となっておりますことから、昨年７月

に提案制度について市に事前相談がございまし

た。市では、事前相談後この提案について県との

協議を踏まえ、都市計画提案制度を活用する条件

に該当することから、提案者と協議のうえ、この

制度を活用することとしたもので、むつ市都市計

画提案制度の手続に関する要綱に基づき、平成

20年１月21日に申請され、審査のうえ１月22日に

受理したところであります。

提案を受けまして、手続要綱に基づき、市内部

で組織するむつ市都市計画提案評価検討委員会を

開催したところ、法並びに要綱等に基づいて行わ

れた提案であり、採択することとしたものであり

ますが、土地利用の観点から一部採用としたとこ

ろであります。

その後むつ市地区計画等の案の作成手続に関す

る条例により地区計画の原案を公告し、２週間の

縦覧に供した後、１週間意見書の提出を求めまし

たが、この原案に係る区域内の土地所有者等利害

関係者を有する方々からの意見の提出はございま

せんでした。この間２月８日号の市政だよりによ

り、用途地域の変更並びに地区計画の決定に係る

市民説明会を３月６日に開催する旨の案を掲載い

たしております。この説明会には、100名を超え

る市民の参加があり、関心の高さを実感したとこ

、 、ろであり 先ほど市長答弁にもありましたように

より慎重な対応をすべきとの市長の指示により４

月15日に公聴会を開催し、11名の方々より意見を

述べていただいております。

説明会公聴会でいただきました意見の内容を担

当課で精査、検討のうえ、７月29日には庁内の関

係13課による全庁協議を開催いたしております

が、異議事項がなかったことから、９月25日号の

市政だよりに掲載するとともに、原案を案とする

内容を公告し、翌26日から２週間の縦覧に供して

おります。

縦覧において案に対する意見の提出者は６名ご

ざいまして、これらの意見の集約を行い、問題な

しとの判断から、これら２件を10月27日、むつ市

都市計画審議会へ諮問いたしたところであり、現

在同審議会において審議中となっております。

以上が柳町３丁目に係る経緯並びに経過でござ

いますので、ご理解賜りたいと存じます。

次に、国道338号宇曽利バイパスについての２

点目、残り3.7キロメートルに対する作業手順に

ついてお答えいたします。大湊２期工区として平

成６年から整備が進められております大湊浜町か

、ら桜木町間の約4.9キロメートルにつきましては
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中央部の水源池大橋を含む宇曽利工区約1.2キロ

メートルが本年３月に完成し、供用されましたこ

とから、補給所側の約1.1キロメートルと大湊浜

町側の約2.6キロメートルが残工区となっており

ます。この残工区につきましては、補給所側及び

大湊浜町側の２区間とも今年度現地測量、地質調

査、設計を実施しておりまして、年度内にも関係

者に対し、道路の設計内容を説明し、用地測量の

ための市有地への立ち入りをお願いいたしたいと

県の担当課よりお聞きしております。来年度は、

設計に基づき用地測量及び建物等の調査を行い、

、 、関係者に対し 個人ごとに買収面積をお知らせし

用地買収に入りたいとのことであり、できるだけ

早い時期に用地買収を終わらせたいとしておりま

す。

工事箇所につきましては、用地買収の進捗を見

てから検討したいとしており、未定とのことであ

りますので、ご理解願いたいと思います。

〇議長（村中徹也） ７番。

（ ） 、〇７番 野呂泰喜 順序が逆になりますけれども

最初に地区の道路、国道338号の宇曽利工区につ

いて２点ほどお伺いしたいと思います。

先ほどの答弁を聞きますと、１億円の予算がつ

いたということで、来年から用地交渉、用地買収

ということでありますけれども、大湊の悲願の道

路でありますから、皆さん難航なく用地買収に応

じていただけるのではないかなと思っております

し、私もまたそうあるべく努力をさせていただき

たいなと思っております。

ただ、ちょっと先日の市長の答弁で、市役所移

転のときに２億円ほどついたという話、私の聞き

違いかどうかわからないですけれども、２億円と

いう答弁をしたと。だから、その１億円がどうさ

れたのかなと、そこをちょっと市長、確認をさせ

ていただきたいと思います。

〇議長（村中徹也） 市長。

〇市長（宮下順一郎） 事業費として調査費１億円

というふうにお話をしたと思いますけれども、そ

のような認識をしております。

〇議長（村中徹也） ７番。

〇７番（野呂泰喜） では、私の聞き違いというこ

とで。

、 、市役所移転にかかわって いわゆる西通り地区

そしてこの国道338号がいわゆる道路アクセスの

面でという形で、たしか２億円と聞いた思いがあ

ったのだけれども、わかりました、１億円で、そ

れで何とか進めていただきたい。いわゆる道路と

いうのは予算があって進められる事業であります

から、やはり一日も早い予算獲得がメーンであろ

うと思います。

、 、 、 、 、次に 川内 大畑 脇野沢 いわゆる予算配分

確かに個々にだけはやれないと、地方交付税、確

かにそれはおっしゃるとおりだと思う。ただしか

し、余りに旧町村の活気がなくなってきているな

と、これもまた一つの現実であります。やはりそ

の部分で若者の流出ということが衰退の要因の一

つではなかろうか。同僚議員も質問等しています

、 、 、けれども やはり雇用の場がない 働く場がない

これが一つの原点であろうかと思います。その部

分で私はいわゆる基幹産業であります第１次産

業、それにやはりもっともっとむつ市として、確

かに今は苦しいでしょうけれども、予算を投下し

て、基盤整備してあげるべきでなかろうかなとい

うことが私の趣旨でございます。

漁業、水産だけに今回スポットを当てさせてい

ただきます。確かにつくり育てる漁業に100万円

ぐらいは予算は補助ついておりますけれども、果

たしてそれだけの金額で浮上できるものでしょう

か。私はまだまだ足りないと思う。平成18年、そ

して平成19年度の予算を見ましても、そんなに金

額的に変わってはいない。つくり育てて、そして

私が一番懸念しておるのは、せっかく育てても、
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いわゆる盗まれたりするというそういう現実、そ

ういう漁業の監視体制、若い人を雇って監視をさ

せて盗まれるのを防ぐ、そういうのも一つの雇用

の場の創出につながるのではないかなと思ってお

りますけれども、市長の考え方をお伺いいたしま

す。

〇議長（村中徹也） 市長。

〇市長（宮下順一郎） 第１次産業、私は本当に大

切な分野であるというふうな思いをいたしており

まして、私の大きな政策の一つにあります「むつ

市のうまいは日本一 、これは第１次産業に対し」

ての私の思いでありますし、政策の大きな柱と常

々お話をしているのは、この第１次産業にしっか

りと力を入れなければいけない、そして育ててい

かなければいけない、そういうふうな思いで取り

組んでいるところであります。

活気がなくなった、それから産業構造の変化、

高齢者、それから人口減少、若者の流出、こうい

うふうなさまざまなマイナスのイメージ、これを

お話しになりましたけれども、これはむつ市だけ

の問題でなはい、もう全国的な問題としてさまざ

まな都市で悩んでいる。それを何としても少しで

も、一歩でも前進するために私は第１次産業に力

を入れて、そして第１次産業に従事する家計の水

準を上げ、そしてその中で若者たちがその第１次

産業に対しての魅力を感じ、そしてこの地に第１

次産業に携わる者として定着をしていくための今

第一歩を踏み出した、そういうふうな思いで今取

り組んでいるところであります。

また、川内地区、それから脇野沢地区、大畑地

区、それぞれの漁業の特徴があります。そのそれ

ぞれの特徴に応じたさまざまな支援、こういうふ

うなものはしっかりととっておりますし、まだま

だ足りないというふうなご指摘、それはなるほど

そう思います。しかしながら、これからの当初予

算でもさまざまな場面で、それは懸命に努力をし

て、集中的な部分、そしてまた分散をしていかな

ければいけない部分、そういうふうなさまざまな

配慮をしていかなければいけないと。しかしなが

ら、基本は私は第１次産業、山の幸、海の幸、こ

れほど恵まれている地域は日本でもなかなかない

よというふうなことは常々どこに行ってもお話を

させていただいております。またトップセールス

の意味合いが違うかもわかりませんけれども、そ

の物販についても私は各地でまた頑張っておりま

すし、また「むつ市のうまいは日本一フェア」と

いうふうな形で、地元のスーパーさんにお願いを

し、そして地元の方々にその１次産品を愛しても

らうべく、また啓蒙すべく今懸命に取り組んでい

るということは野呂議員もご理解をいただけるの

ではないかなと、このように思います。

ナマコの密漁というふうな部分、この部分にお

いては、川内漁協がさまざまな手法を凝らして、

そして燃油の高騰に対してのその部分で船を動か

し、そして補助を受け、そして今漁協のほうも高

く全国的に評価を受けて、近々何か賞をもらうと

いうふうなこと、そういうふうなところもそれぞ

れの単協の漁協の取り組み方、そういうふうなと

ころも意欲も出てきていると。それはやはり基本

にむつ市の政策として 「むつ市のうまいは日本、

一 、そういうところが少しずつでも浸透してき」

た成果のたまものであるのではないかと、私はこ

の部分にもっともっと力を入れていきたい、こう

いうふうに思いますので、ご理解いただきます。

〇議長（村中徹也） 経済部長。

〇経済部長（櫛引恒久） 市長答弁に補足説明させ

ていただきます。

まず、水産振興等にかかわります各庁舎、本庁

舎を含めた予算の大枠でございますが、その割合

をお知らせ申し上げたいと存じます。

まず１つは、水産振興と、つくり育てる漁業の

ソフトの部分等になりますけれども、それにあわ
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せた基盤となります漁港関係の予算、水産振興費

プラス漁港管理費、プラス漁港施設整備費の３点

の合計でそれぞれの庁舎の予算比率を申し上げま

す。

まず、本庁舎でございますが、12.6％、それか

ら大畑庁舎56.75％、川内庁舎11.23％、脇野沢庁

舎19.39％、ここで大畑庁舎が突出して多いよう

に見受けられますが、これはフェリー埠頭等の用

地購入費等がございまして、この部分だけが比率

的には多くなってございます。その部分を除きま

すと、ほぼ同じように投資されていると認識して

ございます。

〇議長（村中徹也） ７番。

〇７番（野呂泰喜） まずわかりました。漁港の整

、 。備 それは私は大変ありがたいことだと思います

それはそれでいいと思いますけれども、ただ漁港

の整備と漁業者の思いとちょっと違うのかなと。

やはり育てるにしても、その環境、いわゆる思い

というのは、やはり予算が一つの思いではないか

と。予算が多ければ、それはいいでしょうけれど

も、ある程度の思いの金額が出なければいいもの

がつくり得ないという、そしてまたその思いを形

にする、具現化するためには、やはりそういう専

門の人を張りつけて、漁業者のレベルアップと言

えば大変失礼な言い方かもしれませんけれども、

そういう形を構築してさしあげるのも一つの、で

すから私先ほど壇上から申し上げましたけれど

も、各地区のいわゆる地区への形を示す、今それ

を行政が示すべきではないのかなと。全国大変だ

とおっしゃるけれども、確かに全国は全国、むつ

市はむつ市という考え方で市長、物事は進めてい

くべきではないかなと思います。その部分、市長

は私の先ほど述べました質問と大体同じような趣

旨の答弁をなさっていただきました。いわゆる各

地区の基幹産業であるものの基盤整備をするとい

う形で物事は進めていただけると。いわゆるそう

なると３月の予算にボリューム感が出てくると私

は勝手に解釈をいたしますけれども、そこのとこ

ろももう一回お願いをいたします。

〇議長（村中徹也） 市長。

〇市長（宮下順一郎） 今私には反論権も、またご

意見を申し上げる立場でもございません。ご質問

に対して、ご意見に対して答弁のみというふうな

立場でございますけれども、ただ１つお話をさせ

ていただくならば、漁港の整備と漁業者の思いは

違うのではないかというふうなご発言がございま

した。これは、漁港の整備というのは漁業者の方

々の思い、これがまさしく基盤整備であると、私

はそういうふうに認識しております。基盤を整備

して、そしてソフト面でこれを行政としてどれだ

け基盤整備をしっかりとする部分、それを支えて

いかなければ行政として果たしていかなければい

けない。そしてまた、ソフト面の中で漁業者の思

いということをよくキャッチし、そしてサポート

していくのが行政のあり方、これが第１次産業を

育てる本当の筋道であると、私はこういうふうに

考えているところであります。

また、専門の人というふうなお話がございまし

たけれども、その趣旨の部分、私といたしまして

は次のように解釈いたしました。各庁舎に専門の

エキスパートを配置しろというふうな思いなのか

なと思いましたけれども、当市役所の職員、非常

に水産業にも明るい、そういうふうな職員が多く

ございます。その部分で本庁の中で経済部中心、

そして水産課を中心としてさまざま各庁舎にも赴

き、そしてその分庁舎におります水産関係に携わ

っている職員も非常に私は優秀な職員と理解をし

ていると、こういうふうに思います。その意味か

らして、私は一層「むつ市のうまいは日本一 、」

これは海のものに限らず山のもの、そして農のも

の、そういうふうなものを育てることによって、

私たちのふるさとでこういう誇り得る食があると
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いうふうなことを全国に発信して、そしてそれに

携わる方々の家計の水準を上げる、そしてまたそ

の家計の水準を上げることによってまちに活気が

出てくる、後継者も当然その道に進んでくれるも

のだろうというふうな思いでの政策展開をしてい

きたいと。当初予算については、予算を上程した

際にご審議をいただきたいと、このように思いま

す。

〇議長（村中徹也） ７番。

（ ） 、〇７番 野呂泰喜 市長のその答弁でいきますと

漁業者は確かに漁港整備、これは私も大変ありが

たいことだと当初申し上げたはずです。ただ、い

かんせん、今漁業者の方々が漁業だけでは生活し

ていけない方も多分に出てきておる、これが現実

ではないでしょうか。私は、漁港整備はノーとは

言っていないです。やはり漁業者の思い、いわゆ

る生活していけるようなシステム、そして市長が

おっしゃる「むつ市のうまいは日本一」だと、そ

こまで持っていくのであれば、やはりそれなりの

漁業者の方に対する思いというのを市長も出さな

ければいけない、それが私は予算だと思います。

時間が押してきましたので、都市計画法につい

てお伺いをいたします。市長、確かに４月25日に

拙速にやるべきではないということを市長はおっ

しゃっておりました。私もそう思います。ところ

が、私もその都市計画審議会委員の一人に入って

おりますけれども、都市計画審議会委員に回って

きたのが10月末、そして11月の半ば過ぎに１回事

前説明会ということで都市計画審議会会長の配慮

で参集をして、共通の認識を持ちましょうよとい

うことを話し合いいたしました。そして12月４日

に第１回の審議会が開かれ、そして12月22日に審

議会が開かれます。それに当たって市長、ここ１

点お聞きをいたしたいのですけれども、市長は審

議会の会長に対して、結論ありきではなく、大い

に審議会の中でもんで、お互いに勉強する場にし

てほしいということをおっしゃったそうですけれ

ども、その部分ちょっと確認をさせていただきま

す。

〇議長（村中徹也） 市長。

〇市長（宮下順一郎） ただいまのお尋ね、そうい

、 、うふうな記憶があるかと言えば とにかく諮問を

担当部長等も立ち会いまして、文書としてお渡し

いたしました。それだけの事実でございます。

〇議長（村中徹也） ７番。

〇７番（野呂泰喜） そうすると、そういうことを

言った事実はないということでよろしいのです

ね。それはそれでよろしいでしょう。

〇議長（村中徹也） 市長。

（ ） 、 、〇市長 宮下順一郎 いつの場面で どの場所で

どういうふうなお話をしたのかというお尋ねでな

いようでございますので、私はこの諮問をしたと

いうふうな事実だけあります。その場ではお話は

しておりません。だから、どの場面で、いつ、ど

こで、それは審議会の会長さんにどういうふうな

お話をしたのかというのは、ちょっと記憶は定か

でございません。

〇議長（村中徹也） ７番。

〇７番（野呂泰喜） 記憶にないということで、そ

れはそれでよろしいと思います。

いずれにしても、都市計画審議会に回ってきた

のが10月末ということで、私このときに疑問を持

ったのが、今むつ市には平成７年の都市計画マス

タープランがあるわけですよね。そして、地区基

本計画マスタープランと２つあるわけですけれど

も、この今提案されておる用途変更、今市長、我

々平成20年度予算で新マスタープランを立ち上げ

たわけですよね。いわゆる平成７年に旧マスター

プランがあって、そして今平成20年、平成21年の

２年間かけてマスタープランを練り直す、つくり

直すということであります。そうなりますと、こ

の今の提案制度で出てきたものを市長はどういう
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ふうなお考えで都市計画審議会に投げかけたの

か、そこをちょっとお聞きいたします。いわゆる

整合性があるのかどうか、新マスタープランと旧

マスタープランの。

〇議長（村中徹也） 建設部長。

〇建設部長（太田信輝） お答えいたします。

まず初めに、整合性があるかないかということ

の前に、この提案制度を受け付けなければならな

かったこの経緯がございます。これは、都市計画

法の第21条の３の規定にありますように 「計画、

提案が行われたときは、遅滞なく計画提案を踏ま

えた都市計画の決定又は変更をする必要があるか

」 、どうかを判断しなければならない という規定や

都市計画運用指針では、提案者が都市計画の提案

から１年以内に都市計画の決定または変更を希望

する場合は、遅くとも１年以内に計画提案を踏ま

えた都市計画の決定もしくは変更を、または決定

もしくは変更しない旨の通知を行うべきである

と、まずこれが１つございます。ですから、確か

に平成７年からのマスタープラン、それから今平

成21年度に策定されるマスタープラン、ここにつ

いては若干ずれが出てくるわけでございますけれ

ども、まずこれは受けなければならなかった。

そして、整合性ということでございますけれど

も、我々前にいろいろ説明会等でもお話ししてお

、 。りますように あの地区が交通の結節点であると

要するに国道279号、国道338号、将来においては

下北半島縦貫道路の交差点ということで結節点に

なるので、そういうような地域になるであろうと

いうことで進めたものでございます。ですから、

整合性がとれるかどうか、これからまたマスター

プランの作成を見ていかなければわかりませんけ

れども、今のところ私たちとしては整合性がとれ

るものというふうに考えてございます。

〇議長（村中徹也） ７番。

〇７番（野呂泰喜） 確かに提案制度は、それは出

てくれば受けなければならないでしょう、それは

私も認めます。ただ、私が先ほど壇上で申し上げ

、 、 、たのは都市計画制度 この用途変更 このあり方

そして手続上のことを私はちょっと疑問があるか

ら質問をしておるわけです。

と申しますのは、昨年の７月から業者さんが県

に行って話をしていると。そして、県から今度市

のほうに話が回ってきたと。12月に我々議会では

都市計画法、あれは第21条の２から第21条の５ま

での範囲の中で都市計画を変えるか変えないか、

用途変更を変えるか変えないかのその手続条例を

やったわけですよね。そのときの提案理由説明の

中で、この制度を行政が新聞報道で知ったと、他

の市でそういう制度があったから、これを提案し

たのだということを行政サイドは言っているわけ

です、我々の議会に。ところが、調べていくと、

そうではなくて、もう７月あたりからそういう話

で進んできたということで、私はちょっと違和感

を持ってはいるのですけれども、その食い違いの

部分、そこをちょっと説明していただければあり

がたいです。

〇議長（村中徹也） 都市計画課長。

〇建設部都市計画課長（杉山重行） 地区計画の手

続に関する条例の制定についてでございますけれ

ども、この条例につきましては、平成19年12月の

むつ市議会第194回定例会に上程いたしまして、

ご議決いただいております。むつ市地区計画等の

案の作成手続に関する条例については、都市計画

法第16条第２項により地区計画の案は、意見の提

出方法、その他の政令で定める事項について、条

例により定めるところにより、その案に係る区域

内の土地の所有者、その他政令で定める利害関係

を有する者の意見を求めて作成するとありますけ

れども、当市では地区計画制度を活用した事例が

なかったことから、この条例を制定していなかっ

たことにより、平成19年12月定例会で制定してい
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ただいたところでございます。

以上でございます。

〇議長（村中徹也） ７番。

〇７番（野呂泰喜） おっしゃるとおり、そのとお

りだと思います。手続は間違いないと思います。

ただ私が申し上げたいのは、議会に対する提案内

容と、進めてきたスパンがちょっと違うのではな

いかなということをご指摘しているだけです。

それともう一つは、先ほど都市計画マスタープ

ラン、そして地区基本計画マスタープランですけ

れども、これは市のマスタープランでもあり、そ

して県のマスタープランでもあるわけですよね。

そうなってきますと、市のマスタープランを今つ

くっておるさなかに、そういう提案制度をまた受

ける、用途変更を受けるということは、私はちょ

っと無理ではないかなと。いわゆる都市計画マス

タープランができ上がってからやるべき問題では

ないのかなと。

市長、もう一つ私が申し上げたいのは、先ほど

の答弁でも出ましたけれども、市役所が旧アーク

スプラザ、いわゆる国道338号の起点のところに

。 、移るわけですよね そして同僚議員からでしたか

警察も動くという話が出ておる。そうなってくる

と、むつ市の大きい行政機関が２つそちらに行く

形になる。これは、もう完全にもう都市が移転し

てしまうという、機能が移転しまうと。いわゆる

今の国道338号、この道路がむつ市の主要道路と

いうことになるのではないかなと。そうなってく

ると、やはりむつ市自体でも早目に10年後、20年

後のまちはこうあるべきだというものを市民に示

していく、これが私は行政ではないのかなと。い

わゆる基盤整備、先ほどから何回も基盤整備と言

っていますけれども、いわゆるそういう形での行

政のあり方でいかないと、先にもう開発ありきで

やられて、それからまちをつくりましょうといっ

ても、僕はなかなか安心はできない、いわゆるラ

フスケッチになってしまうのではないかなと思い

ます。

さっきのマスタープランに関しての県との整合

性、そしてマスタープランをつくっているさなか

にその提案制度を受けると、これは難しいのでは

ないかなと思いますけれども、その部分１点お伺

いします。

〇議長（村中徹也） 都市計画課長。

〇建設部都市計画課長（杉山重行） 県のマスター

プランと市のマスタープランと一緒ではないかと

いう意見でございましたけれども、市のマスター

プランと県で策定するマスタープランはまた別個

のものでございます。あくまでも市でできたもの

に対して県と整合性を図りながら県のほうでつく

っていくということになります。

マスタープランができてから提案を受けるべき

ではないかというようなご質問でございますけれ

ども、議員壇上でおっしゃったとおり、この提案

制度に関しましては、やはり地域の方のまちづく

りに関するいわゆる情熱といいますか、そういう

ようなものを持つことを前提とした提案制度でご

ざいます。その辺のところは法の趣旨もかなり旧

都市計画とは異なりまして、積極的な提案を受け

付けるのだというふうな趣旨でございますので、

ご理解願いたいと思います。

〇議長（村中徹也） これで、野呂泰喜議員の質問

を終わります。

午後２時40分まで休憩いたします。

午後 ２時２７分 休憩

午後 ２時４０分 再開

〇議長（村中徹也） 休憩前に引き続き会議を開き

ます。

◎横垣成年議員
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〇議長（村中徹也） 次は、横垣成年議員の登壇を

求めます。６番横垣成年議員。

（６番 横垣成年議員登壇）

〇６番（横垣成年） 日本共産党、横垣成年。むつ

市議会第198回定例会に当たり一般質問をいたし

ます。市長初め理事者におかれましては、前向き

のご答弁よろしくお願いいたします。

12月８日の麻生内閣の支持率は、読売新聞でも

何と20.9％でありました。政権与党の支持率低迷

の大きな要因は、75歳以上のお年寄りを差別した

後期高齢者医療制度を実施したことと、若者を奴

隷のようにこき使える派遣労働を復活させたこと

にあります。どちらも財界の要請から実施したも

のであります。後期高齢者医療制度で75歳以上の

扶養を抱えている労働者の75歳以上の方の医療費

をこれで大企業などは負担しなくてよいようにな

りました。派遣労働の自由化により、景気、不景

気に合わせた生産調整に伴う労働者の増減が楽に

なりました。いわゆる派遣切り、期間工切りが行

われているのが現在の状況でございます。政権与

党の支持率低迷を一番心配しているのは、何を隠

そう財界大企業ということではないでしょうか。

、 、 、しかし 支持率上昇のためには 財界の言うまま

イエスマン政権内閣ではどうしても国民を痛めつ

け、国民から絞り上げなければなりません。財界

に物を申す政権かどうかが支持率上昇のかぎとい

うこと、来年が楽しみであります。

さて、質問の第１点目、本庁舎移転の諸問題に

ついてであります。むつ市財政の健全化の見通し

が立ったため進めると言うが、県内で最悪の財政

事情は変わりはありません。庁舎移転により財政

の健全化はさらにおくれることになります。それ

こそ箱物は一つとしてできる状況にないのでない

でしょうか。健全化の見通しが立ったため進める

には、余りにも大き過ぎる事業であり、財政悪化

の最大の原因になるものです。ただちに見直しを

、 。するべきではないでしょうか お聞きいたします

また、本事業により合併後に本来するべき事業

ができないでいるという状況にあるのではないで

しょうか。そして、庁舎移転後、財政の健全化を

無理に推し進めようとし、市民サービス等が削ら

れたり、職員の給与がカットされたりすることは

ないのか。また、現庁舎の耐震性が問題、職員の

命が危ないと言いながら、現庁舎の改修を進めな

いのはなぜなのでしょうか、お聞きいたします。

質問の２点目、介護保険制度の諸問題について

であります。来年は、保険料の見直しの年です。

値上げが予定されておりますが、値上げはするべ

きでないと思います。これについてどのようにお

考えでしょうか、お聞きいたします。

また、低所得者に配慮した市独自の軽減制度を

創設するべきだと思います。現在の保険料の減免

制度に「その他市長が特に必要があると認めたと

き 、この１項を設けるべきだと思いますが、お」

聞きいたします。

質問の３点目、市民サービスについてです。合

併後に発行された新むつ市ミニガイドについてで

ありますが、敬老祝金が100歳になると50万円支

給、また３人目のお子さんには３万円の出産祝金

を支給と掲載されております。これが変更なく維

持されているのか、それとも変更があったのか。

変更があった場合は、どのような対応をしていた

のかお聞きいたします。

次には、市役所の窓口サービス向上についてで

あります。ことしの１月７日から窓口のサービス

向上が図られ、６時半まで開庁時間が延長されま

した。延長された時間帯の利用はどのような状況

だったのでしょうか。また、土曜日、日曜日開庁

の自治体も出てきているようですが、これについ

ては経費もかなり膨大となるので、利用者との兼

ね合いは必要だろうと思います。ただ、またそれ

と違って現在ふえているのが繁忙期、これは３月
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下旬から４月上旬です。この繁忙期の時期だけ土

曜日、日曜日開庁というのがふえているそうであ

ります。この繁忙期の土、日開庁はただちに実施

して、市民サービス向上に努めるべきだと考えま

すが、お聞きいたします。

そして、市民の行政に対する要望、苦情、意見

、 、 。等は 業務改善 サービス向上の宝物であります

しかし、行政が市民の意見を無視したり、握りつ

ぶしてしまうならば、宝物はごみとなってしまい

ます。きちっと答えを返し、改善していく姿勢を

示すためにも、だれもが目にすることができる対

応が重要です。

今現在、前市政よりいろんな前進している点が

ございます。市長への手紙だとか、おでかけ市長

、 、室 これについては評価できるものでありますが

さらにもっと前進させて、市役所への手紙という

投書箱を設け、それに対する回答、掲示板を設置

し、窓口対応の向上を図るべきと思いますが、お

聞きいたします。

質問の４点目、地域経済対策の諸問題について

であります。むつ市の商工観光課のホームページ

は、あけて見ますと、何と商工の部分はほとんど

なく、観光のみが掲載されております。商工業者

に対するメッセージは、市として何も持たないの

でそういう状況になっているのか、お聞きしたい

と思います。

そして、総務省は平成19年度から頑張る地方応

援プログラムというのを実施しております。それ

に基づいて、ほかの自治体ではいろんな対策をと

っております。むつ市はこのむつ市の地域経済を

活性化させるために、このプログラムに基づいて

何か検討したことはあるのかどうか、お聞きいた

します。

そして、最後ですが、中小企業庁は原材料価格

高騰対応等緊急保証、こういうものを10月31日か

ら始めました。これは、原材料高騰や売り上げ減

少に対応した、そういう制度でございます。むつ

市の業者の利用状況と市の対応はどうなっている

のかお聞きいたします。

以上、壇上からの質問といたします。

〇議長（村中徹也） 市長。

（宮下順一郎市長登壇）

〇市長（宮下順一郎） 横垣議員のご質問にお答え

いたします。

ご質問の１点目は、本庁舎移転についてであり

。 、 、ます 本庁舎移転により 財政の健全化がおくれ

財政悪化の要因になるのではないかとのご質問で

ありますが、これまでも本庁舎移転に係る経費に

ついては、財源の内容をお話しし、合併特例債や

一般財源の金額についてもご説明申し上げている

ところでありますが、平成20年度当初予算や６月

補正予算において、本庁舎建設の予算計上を保留

した理由も、横垣議員が質問されたように、平成

23年度の赤字解消がおくれないか、他の事務事業

に影響を及ぼさないか、また今後の財政運営に支

障を来さないか等慎重に検討し、大丈夫であると

いう見通しが立ったことから、９月定例会におけ

る補正予算に計上し、御議決をいただいたわけで

ありますので、財政悪化の要因となるというご懸

念には及ばないものと考えております。

また、平成19年度決算における財政健全化法に

基づく４つの指標では、早期健全化団体の基準を

クリアしているものの、依然として厳しい財政状

況にあり、多くの課題が山積していることも横垣

議員同様に重々認識いたしております。しかしな

がら、平成23年度の赤字解消に向けて、一歩ずつ

着実に前進できる見通しにあることから、今後財

政健全化法における早期健全化団体の基準となる

４つの指標を上回ることはないものと確信いたし

ておりますので、ご理解とご協力をお願い申し上

げます。

次に、本事業の実施により合併後に計画されて
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いた事業ができなくなるのではないか、また財政

の健全化を無理に推し進めて、市民サービス等が

削られたり、職員の給与がカットされたりするこ

とはないかとのご質問についてでありますが、財

政健全化については、当市におきまして、最優先

課題であり、財源の確保及び歳出の抑制初め効率

的な財政運営に努めているところでありますが、

厳しい財政状況の中においても、緊急性のある事

業や市民の生活に大きな影響を与える事務事業に

ついては、優先的に実施してきているところであ

ります。

先ほども申し上げましたとおり、本庁舎移転事

業の実施に当たっては、平成23年度の赤字解消、

他の事務事業への影響、とりわけ市民サービスへ

の影響等については、類を及ぼすことがないよう

慎重に総合判断したものでありますので、市民サ

ービスを削ったり職員の給与をカットすることは

考えておりませんし、他の事業についても学校の

建設事業を初めとして早急に整備しなければなら

ない事業につきましては、庁舎移転事業と共存を

図りながら計画どおり実施していく予定でおりま

すので、ご理解いただきたいと思います。

、 。次に 現庁舎の改修についてお答えいたします

平成７年の耐震調査結果で現本庁舎には耐力壁を

６面増設することが求められております。特に市

民課通路側のカウンター部分と執務室内窓側にも

耐力壁の設置が必要とされておりましたが、窓口

が縮小され、来客者に多大なご迷惑をおかけする

ことになること、また工事期間中の窓口対応が難

、 。しいことから 実施せずに今日に至っております

庁舎が移転するまでの間におきましても、自主的

な点検を行い、必要最小限の措置を講じ、執務に

支障のないよう努めてまいりますので、ご理解を

賜りたいと存じます。

次に、介護保険制度についての諸問題について

であります。議員ご承知のとおり介護保険制度に

つきましては、被保険者の保険料と国、県、市町

村の負担金等を原資として介護が必要になった被

保険者に対してさまざまな支援サービスを提供

し、費用額の１割を利用者に負担していただく仕

組みとなっております。したがいまして、介護保

険のサービスを利用することにより、それに相応

する保険料の負担が生じるものであり、このこと

から保険料の見直しをしなくてはならないもので

あります。

また、低所得者に配慮した市独自の軽減策、そ

の他市長が特に必要があると認めたときについて

は、県内６市において制定されていますが、この

うち１市を除いては減免要件の部分を具体的に制

定しておりません。いわゆる市長裁量による減免

制度ということでありますが、この制度を用いま

すと、その原資はすべて被保険者による保険料で

。 、賄わなければならないものです したがいまして

実施に当たっては具体的な減免の条件を整え、そ

の必要性について、全被保険者の理解が得られる

ものでなければならないものと考えます。

また、むつ市のように高額所得者が少ない自治

体では、その負担が低所得者層にまで影響するこ

とにもなり、慎重に対処しなくてはなりません。

検討の必要性については、担当部長から説明をい

たさせます。

次に、市民サービスについての第１点目、新む

つ市ミニガイドについてのご質問でありますが、

市民サービスに関する部分の内容変更の有無とそ

の対応はどのようなものかということでございま

す。

まず、横垣議員ご指摘の敬老祝金ですが、これ

に関しましては、これまで２度ほど見直しをいた

しております。平成18年度に満80歳到達者及び満

88歳到達者への祝金を廃し、また今年度からは満

。100歳への祝金を５万円に減額いたしております

この周知方については、対象者が限定されること
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や、受給できる方と対象となる誕生日前に亡くな

られ受給できない方への思いもあり、改めて広報

周知方は行っておりません。

また、同じくご指摘のありました出産祝金につ

いてでありますが これに関しましては 平成17年、 、

度をもって廃止いたしておりまして、敬老祝金同

様、市政だより等での市民に対する周知はいたし

てはございません。

この２つの事業は、いずれをとりましても、市

民の皆様にとって大変身近な制度であります。こ

の身近な制度の縮小廃止をお知らせしないまま今

日に至っております事実を重く受けとめ、今後に

おいては私が常々申し上げております市民との協

働したまちづくりを進めるうえで最も重要と位置

づけております情報公開を徹底してまいりますの

で、ご理解を賜りたいと存じます。

この敬老祝金及び出産祝金の減額廃止に至るま

、 。での経緯は 保健福祉部長から説明いたさせます

次に、市民サービスについてのご質問の第２点

目、窓口サービスの向上についてにお答えいたし

ます。

現在市民課窓口においては、出生や婚姻等の戸

籍の届け出や転入や転出等の住民異動の届け出を

お受けしたり、戸籍の謄抄本や住民票、印鑑証明

。 、書等の各種証明書の発行を行っております また

従来市の業務時間は午前８時30分から午後５時

15分までとなっておりますが、本年１月７日から

は、本庁舎市民課を午後６時30分まで延長して開

庁するとともに、分庁舎では予約制による延長を

同じ時間帯で実施し、通常の業務の一部ではあり

ますが、戸籍及び住民票の発行、そして印鑑登録

とその証明書の発行等を行っております。

この利用状況についてでありますが、平成20年

１月から３月までの平成19年度の実績は合計

408件で １日平均約７件となっており 平成20年、 、

度は中途になりますが、４月から11月までの実績

が合計636件、１日平均４件となっております。

件数といたしましては、そう多くはございません

が、来庁された方々からは、仕事を終えてから市

役所で用事が足せるようになって助かっていると

いうことを直接承っておりまして、少なからず市

民のご要望におこたえしているものと存じており

ます。

次に、土曜日及び日曜日、特に３月下旬から４

月上旬にかけてのいわゆる繁忙期における窓口の

開庁についてのご質問でありますが、市民の方々

からは、どうしても忙しくて日中の仕事の最中に

市役所に来るのは難しいという声がございました

ので、先ほどの平日の時間延長を実施するに当た

り、土日及び祝祭日、そして年末年始の開庁も含

めて、昨年７月の市長就任直後から市民の皆様の

利便性の向上に資するように検討を重ねてまいっ

たものであります。

、 、市といたしましても 特に印鑑登録については

その重要性にかんがみ、特にやむを得ない事情の

ない限りは、本人による登録申請を原則といたし

ておりますが、やはりそのためだけに仕事に遅刻

したり、早退したりすることが困難であることも

考えられ、住民票や戸籍の謄抄本等のほかの各種

の証明書についても、平成19年に改正された新戸

籍法や住民基本台帳法に基づき、なりすましや虚

偽の申請の防止、そして振り込め詐欺等の犯罪の

素材として用いられることのないようにするため

にも、同一戸籍や同一世帯の方による交付申請が

第一義とされておりますとともに、その使用につ

いては、土地等の投棄や金融機関で多く用いられ

ているようでございますので、これらの期間が休

業している土日及び祝祭日については開庁の必要

性が低いものと判断し、また旧大畑町では平成

15年度に約３カ月間、日曜日の開庁を施行しまし

たが、来庁される方も少なく、その後実施が見送

られた経緯もございましたので、平日の時間延長
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を実施することといたしたものであります。

しかし、ことしから来年にかけての年末年始に

つきましては、12月27日から１月４日までの９日

間の閉庁と長期になりますことから、29日及び

30日の両日は、午前９時から午後４時までの間、

平日の延長窓口の業務と同様の内容で市民課窓口

を開庁することといたしております。

また、ご提言の３月下旬から４月上旬にかけて

、 、のいわゆる繁忙期の土 日の開庁につきましては

県内他市の状況を調査いたしましたところ、青森

市、弘前市、八戸市、黒石市、五所川原市の５市

において実施いたしているとのことであります。

当市におきましても、この時期は主に県職員や教

員の方々の人事異動に伴う転入転出、さらに新卒

者の就職、就学による転出等で、市民課の窓口が

非常に込み合いますが、転入や転出等の住民の移

動につきましては、市民課を筆頭に、国民健康保

険や国民年金、そして医療関係等の十数課の十分

な調整が必要となるものであります。窓口の混雑

緩和、特に市民の利便性向上との観点からは繁忙

期の開庁も含めて今後もさらなる検討を進め、そ

の対策を講じてまいる所存でありますので、ご理

解を賜りたいと存じます。

次に、市民からの行政に対する要望、苦情、意

見等の投書箱及び回答掲示板を設置し、窓口対応

の向上を図るべきとのご提言であります。私の市

政運営に当たっての基本姿勢の一つとして、広報

広聴機能の充実を掲げておりますことは議員ご承

知のとおりであります。

まず、広聴の分野では、これまでも市民の皆様

から行政に対するご意見、苦情、ご要望をお聞き

するため、市民相談、法律相談、行政相談等の各

種相談を実施いたしておりますし、市の公式ホー

ムページ内には書き込みができるように設けてお

ります。

また、行政連絡員、町内会長、コミュニティー

団体、市政モニター等市民の代表の方々からも貴

重な情報やご意見等を寄せていただいておりま

す。これに加え、新たに市長への手紙、おでかけ

市長室を実施し、既に各方面からさまざまなご意

見等を賜っているところであります。この寄せら

れたご意見等は関係課に伝え、窓口対応や事務事

業に活用させていただいております。

、 、広報分野においては 行政に寄せられたご意見

ご要望等、１件１件調査のうえ、文書で回答して

おりますほか、市政だよりでも個人情報に配慮し

つつ、一部ではありますが、公開しております。

さらに、市の公式ホームページは年明け早々に

利用者の立場に立った情報提供を第一義に利用し

やすく、検索しやすい公式ホームページとしてリ

ニューアルいたします。リニューアル後において

は、生活に密着したよくある質問や意見、苦情に

対し、一問一答の形での情報提供とあわせ、携帯

電話からも情報を入手できる環境を整えることに

いたしておりますが、横垣議員ご提言の投書箱及

び回答掲示板設置についても検討させていただ

き、より質の高い市民サービスに努めてまいりた

いと考えておりますので、ご理解を賜りたいと存

じます。

次に、地域経済対策についてのご質問にお答え

いたします。まず、むつ市商工観光課のホームペ

ージについてでありますが、現在の内容は横垣議

員ご指摘のとおり、観光情報のみの掲載となって

おり、商工関係の情報は必要に応じ、トップペー

ジの行政情報欄に各課からのお知らせとして掲載

するにとどまっております。パソコンが普及し、

インターネットが社会に浸透している現状におい

て、ホームページの充実を図り、住民の皆様への

情報発信に努めることの重要性は強く認識してい

るところであり、このことから各部職員で構成す

るホームページ運営検討グループを庁内に設置

し、改善等の検討を加えて来年１月５日に公開で
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きるよう現在再構築作業を進めております。

リニューアルされるホームページにおいては、

ご指摘のありました商工業者への情報として、市

が実施している各種融資制度等についてお知らせ

するほか、消費者や労働者の方々への情報もあわ

せて掲載する方向で検討を進めており、今後とも

見やすく、皆様が利用しやすいホームページとす

るよう取り組んでまいりますので、ご理解を賜り

たいと存じます。

次に、総務省が平成19年度からスタートさせた

頑張る地方応援プログラムについてのお尋ねであ

りますが、議員ご承知のとおり、これはやる気の

ある地方が自由に独自の施策を展開することによ

り、魅力ある地方に生まれ変われるよう地方独自

のプロジェクトを自ら考え、前向きに取り組む地

方公共団体に対して国が支援措置を行うもので、

一市町村につき単年度3,000万円を限度として３

年間特別交付税措置等を行うものであります。

当市におきましても、平成19年度の第１次募集

段階から地域子育て支援センターを開設し、さま

ざまな子育て相談の受け付けや子育てサークルの

支援などを行う地域子育て支援センター事業、ス

クールサポーターによる児童・生徒の学校生活支

援及び教育相談支援員による不登校児童・生徒に

対する訪問指導などを行う学校教育支援事業、国

際姉妹都市への中学生の派遣及び訪問団の受け入

れ体制の充実などを図る中学生国際姉妹都市交流

事業、野猿監視員による生息調査等の実施や悪質

なサルの捕獲及び食害防止対策の強化などを行う

ニホンザル保護共生事業の４つの事業について応

募し、いずれも採択され、本年度においても継続

して実施しているところであります。

平成19年度の実績では、例えば地域子育て支援

センター事業においては、プロジェクト策定時に

170組ありました支援センター登録者数が平成

19年度末では235組にふえるなど、成果目標に向

かって効果が見えてきておりますし、その他の事

業においても、所期の目標に向け相応の効果が出

ているものと認識しております。

次に、去る10月31日から始まった原材料価格高

騰対応等緊急保証制度のむつ市の業者の利用状況

と市の対応についてでありますが、本制度は原油

高に端を発した原材料価格や仕入れ価格の高騰に

より経営環境が悪化し、売り上げの減少や収益が

圧迫されている618業種の中小企業を対象に中小

企業庁が20兆円規模の保証枠で実施しているもの

であります。

この制度では、中小企業者が制度を利用できる

要件を満たしていることを市が確認し、認定書の

交付を受けた後、金融機関または信用保証協会へ

申し込み書類を提出し、融資を受けることとなり

ます。

ご質問のむつ市の中小企業者の利用状況につい

てでありますが、12月１日現在では、むつ市全体

で34件の認定書を発行しており、貸し付け利率や

保証料率は金融機関及び保証協会において定めら

れるため、市では独自に有利な条件とすることは

できませんが、市が担当する認定書の発行に当た

りましては、中小企業者の立場となり、少しでも

早く金融機関への申し込み手続ができるよう迅速

な交付を心がけているところであります。

また、担当窓口には制度案内、パンフレットを

置いてＰＲを行うとともに、市のホームページで

本制度についてのお知らせを掲載したところであ

、 、 、り 今後は先ほども述べましたとおり 見やすく

利用しやすいホームページづくりを進め、商工業

者に迅速、的確な情報提供を行うよう、なお一層

意を用いてまいる所存でありますので、ご理解を

賜りたいと存じます。

〇議長（村中徹也） 保健福祉部長。

〇保健福祉部長（吉田市夫） 横垣議員ご質問の市

長答弁に補足説明させていただきます。
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まず、介護保険制度については、平成20年度で

は９年を経過し、来年度からは第４期目を迎える

ことになります。これまで介護保険給付の傾向と

しては、高齢化率に合わせるようにサービスの量

、 、が増加してきており 近年では制度の浸透に伴い

１人当たりの利用回数、利用料が増加し、それが

原因で介護給付が伸びている傾向にあります。

介護給付の増加率については、毎年約５％の伸

びがあります。第４期計画では、これに加えて既

にサービスの供用を開始する予定となっておりま

、 、す老人保健施設の新設 デイサービス事業の新設

既存の事業者の事業拡大等が見込まれること、さ

らには段階的ではありますが、国の施策による介

護報酬の３％の増加、過疎地等の加算増等が予定

されております。このことから、介護保険制度の

仕組みを考えますと、被保険者による介護保険料

と国、県、市町村による費用負担により成り立つ

互助の制度でありますことから、保険料を含む被

保険者の応分の負担についての増額が必要である

と考えます。

また、保険料については、収入のない高齢者に

ついても賦課される仕組みとなっておりますが、

この場合には生活保護の適用が考えられ、介護扶

助による保険料の納付が想定されます。また、収

入のない被保険者が家族等に扶養されている場合

には、その扶養家族の課税状況により保険料が賦

課されるものです。このことを含め、保険料負担

は外すことのできない制度の根幹となっておりま

す。

次に、保険料の減免措置として 「その他市長、

が特に必要があると認めたとき」の１項を設ける

べきとの指摘でございますが、いわゆる市長裁量

による減免の部分となりますが、この減免につい

ては、これを制度化した場合には、その財源はす

べて介護保険料にはね返ることになりますので、

慎重な検討が必要となります。

また、第４期計画では、むつ市としての旧大畑

町との保険料統一という課題を抱えております。

むつ市としての統一した保険料確立のため、基本

的な給付以外での保険料の上昇を極力抑えなけれ

ばならないものであります。

また、介護保険料については、現状の制度でも

介護保険料を減免すれば、生活保護受給者世帯に

ならなくても済むという境界層証明の手続をとれ

ば保険料が減免になる制度が確立しております。

その他収入以外の理由による減免については、災

害時の規定がございます。

さきに述べましたように、毎年５％に及ぶ給付

の伸びと段階的ではありますが、国の施策による

介護報酬が３％増になるなど、第３期では予想で

きなかった要件による伸びが考えられることや、

また市の介護保険料統一のための保険料上昇をで

きるだけ抑えるために、第４期計画では市長裁量

による介護保険料減免の制度化を見送りたいと考

えているものであります。

現在県内の６市で市長裁量による介護保険料の

減免規定を設けておりますが、１市を除いては具

体的な減免基準が盛られていない状況にありま

す。むつ市としては、制定する際には保険料を負

担する被保険者が納得できるような具体的な要件

を整備して第５期計画に向けて事務を遂行してま

いりたい思っております。

次に、敬老祝金及び出産祝金の減額廃止に至る

までの経緯についてでありますが、まず敬老祝金

についてご説明申し上げます。平成17年度当時の

県内他市では、満80歳到達者の祝金支給はなく、

満88歳到達者では２市のみが実施している状況か

ら、この２つの祝金を平成18年度から廃止したも

のであります。

また、満100歳の支給については、平成20年度

当初、これも２市だけの実施状況となっておりま

したことから、廃止の意見もありましたが、平成
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18年度において満80歳と88歳の祝金を廃止したば

かりでもあり、他市ではそれ以外の年齢でも祝金

事業を実施していたことから、制度自体は存続す

るものとしたものであります。

金額については、類似市を参考に５万円が候補

となり、また満100歳到達はおめでたいことでは

ありますが、満99歳で亡くなられた方の家族の心

境等も考慮しますと、お祝いについては金額の多

寡ではなく、周囲の祝福する気持ちが大切ではな

いかとの結論に至り、５万円という金額になった

ものであります。

なお この祝金制度の縮小に関しては 平成18年、 、

６月定例会におきまして、大澤敬作議員の一般質

問に対し、今後の見通しとして縮小する方向で検

討する旨お答えいたした経緯もございます。

次に、出産祝金についてでありますが、出産祝

金は子育て支援の一環として、旧川内町と旧大畑

町において支給されていたものであります。合併

協定に基づき新市全域において在住３年以上で第

３子以降の子供を出生した父母の方を対象に祝金

３万円を支給していたものであります。しかしな

がら、近年子育て支援に対する住民要望は、内容

、 。の多様化とともに 質的にも高度化しております

平成16年度に実施した保健福祉計画策定のための

アンケート調査においても、祝金のような一時的

現金給付より出産からその先を見据えた仕組みづ

くりやソフト面の対策を求めるものが高い割合を

占めており、全県的、全国的にも同様の傾向が見

受けられました。

これらの状況から、幅広い子育て支援が必要と

の認識から、平成18年度から新たに対象を乳幼児

健診の参加者に拡大し、子育てのための絵本やガ

イドブック等のセットを配布するブックスタート

事業へと発展させ、出産祝金制度は廃止したもの

であります。

なお、同じく旧川内町と旧大畑町において給付

いたしておりました児童育成支援金支給事業は、

支援金証書が交付されておりますことから、引き

続き父母及び対象児にそれぞれの地区に在住して

いることを条件として証書の効力が消滅する平成

29年度まで支給することとなっておりますので、

つけ加えさせていただきます。

以上でございます。

〇議長（村中徹也） ６番。

〇６番（横垣成年） まず、庁舎移転について、ち

ょっとお聞かせ願いたいと思います。

市長のほうも依然として厳しい財政状況という

のは認めている。そして、企画部長から出されて

いる依命通達で非常事態、早期健全化団体の基準

となる４つの指標は辛うじてクリアしたものの、

財政の非常事態であることは変わりないというふ

うなことを言っているにもかかわらず、この庁舎

移転については平成23年度に黒字になるから、こ

れで財政が好転したと判断して建設を進める。厳

しいと言っていながら、こういうふうに庁舎に関

しては平成23年度には黒字になるから、もうそれ

で好転したというふうな判断をしたと。そもそも

合併時にはどういう判断をしたかというと、議案

質疑でもやりましたけれども、合併した５年間は

なるべく事業を控えようと、それこそ大変有利な

合併特例債もそれまでは使わないで、後半の５年

間で65億円ぐらいはやろうというふうな計画で合

併をしている。ところが、その合併特例債自体も

かなり計画が狂っている。狂っているのに、平成

23年度には黒字になるという見通しだけでこの庁

舎移転は財政好転の見通しが立ったから進める

と。どこが好転しているのか。結局合併特例債も

本当は使わないという予定だったのにどんどん使

って、計画が狂っている。ではこの健全化の見通

しが立ったというのはただ単に、平成23年度にプ

ラ・マイ・ゼロになる、それだけで判断したとい

うことでちょっとよろしいかどうか、そこを確認
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させていただきます。

〇議長（村中徹也） 市長。

〇市長（宮下順一郎） 財政状況の件は、これまで

も庁舎移転に絡んだ議案、そしてまたさまざまな

場面で横垣議員にもお話をさせていただきまし

た。財政状況は、平成23年度の赤字解消計画が順

調に推移をしているというふうなこと、これがま

ず前提でございます。それから、先ほど壇上でも

お話をいたしましたように、なぜ当初予算で盛ら

なかったのか、それとも昨年盛れなかったのか、

さまざまな状況がある。それは、しっかりと入っ

てくるものがなかなか不透明感があったと、そう

いうふうなものが入ってくることがわかったと、

はっきりしたということで、しっかりとある程度

底は打ったというふうな判断。そして、その庁舎

の移転にかかわるさまざまな経費、これらも有利

、 、な合併特例債 そしてまたその支払いの年次計画

それらもしっかりと赤字解消計画にのっても、そ

ういう状況であるというふうな、平成23年度には

何としても解消したいというふうな形のしっかり

とした見通しが立ったと、こういうことで９月定

例会に補正予算を上程させていただき、可決をい

ただき、そして去る12月８日には３分の２という

非常に重い御議決を賜ったというふうな経緯はも

う既に横垣議員ご承知のとおりだと思います。

そこで、先ほど企画部長のその依命通達の件お

話ありましたけれども、あくまでもこれは、しっ

かりとこれから無駄なものを省くというふうな、

それは基本にあるのは赤字解消計画、それに沿っ

たやり方でしっかりと気を引き締めなければいけ

ませんよというふうな意味合いでの通達でござい

ます。細部にわたってのことは、その依命通達お

持ちのようでございますけれども、そのところに

はしっかりと出るものはしっかりと気をつけなけ

ればいけない。これは、行政のあくまでも基本的

な姿勢でありますし、依命通達として企画部長名

で各部に、各課に渡されたということは、その方

針には変わりないというふうな、常に緊張感を持

って財政運営をしてくれというふうなことでござ

います。

〇議長（村中徹也） ６番。

〇６番（横垣成年） 赤字解消計画は順調に進んで

いると言いましたけれども、さっき私が言ったよ

うに、合併特例債の使い方は、もう全く計画どお

。 、 。 、りでないのです これは 認めますよね だから

合併してから５年間は手をつけないで、その後に

いろんな事業をやっていこうと。それほど大変な

財政状況であったからということなのです。だか

ら、そこら辺が狂っているのを何も言わないで、

順調に進んでいるというのは、この赤字解消計画

自体はそういう合併特例債を使わないで、そして

平成23年度のプラ・マイ・ゼロ、そういうふうな

目的なのです。だから、その合併特例債をもう使

ってしまって、それこそ本来いろんな道路とかや

らなくてはいけないのは、別の財源で本当は手当

てをしながらの解消計画だったのです。それを有

利だからといってそういうのを使って借金を先延

ばししている。こういうやり方ではない解消計画

なのです、最初は。だから、それに反していると

いうのをやっぱりしっかりと認識してもらわない

と困るなということです。だから、無駄を省くと

いうのに、ここにぼんと庁舎が出てきてしまった

、 。から かなり大きい無駄になってしまったのです

これがなければ、もっと健全化が早くなったので

。 。はないですか そういうことになると思うのです

市長は、財政健全化というのは平成23年度でも

う達成したというふうな認識ですか。そうかどう

かというだけで短く。

〇議長（村中徹也） 市長。

〇市長（宮下順一郎） 平成23年度で達成したいと

いう決意を述べたものであります。

〇議長（村中徹也） ６番。
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〇６番（横垣成年） むつ市には、むつ総合病院に

払わなければいけなくて払っていない33億円、こ

れは借金なのですよね。これがある。きのうも話

題になったけれども、用地造成事業会計で14億円

という。やっぱりこういう大きい２つをきちっと

解消してこそ健全化だと言えるのではないです

か。ちょっとそこの考え。

〇議長（村中徹也） 市長。

〇市長（宮下順一郎） むつ総合病院に対しては、

債務負担行為を組んでおりまして、しっかりとそ

の部分については手当てをしていくというふうな

予定になっております。

〇議長（村中徹也） ６番。

〇６番（横垣成年） 市長もわかっているように、

夕張市はこういう会計のごまかしをしてああいう

ふうに破綻したのです。今むつ市がこの33億円に

21億円足せば54億円。だから、きのうも言ってい

ましたけれども、だからそこで財政再生団体、指

標の20％を超えてもう32％以上、そういうふうな

金額、やっぱりこういう会計のやり方自体おかし

いと思わないとだめなのです。だから、こういう

課題があるにもかかわらず、ただ平成23年度でプ

ラ・マイ・ゼロになったから、もうそれでいい、

健全化されたというふう認識はやはり間違ってい

るのではないかなというふうに思います。

そして、私議案質疑でも言いましたけれども、

庁舎移転に当たっては、それこそ地方自治法の第

４条第２項にあるように、きちっと住民が利用し

やすい位置に定めなければいけないと書いてい

る。この条文を、実を言うと余り庁内で検討はし

なかったでしょう。そこをちょっと。ほとんど検

討しなかったというのが実態でしょう。ちょっと

そこを正直に話してください。

〇議長（村中徹也） 総務部長。

〇総務部長（新谷加水） 庁舎の位置について、当

然ながら、市民の利便性が高いというふうなこと

は法に基づいて、そのような方向で当然検討され

ているということでございます。それは、現在の

市民だけではなくて、こういう起債等も活用して

、 、いるわけですから 将来の市民に対する利便性と

こういうふうなことも考えながら、まちづくりの

観点で位置を検討しているということでございま

す。

〇議長（村中徹也） ６番。

〇６番（横垣成年） だから、ここは本当に拡大解

釈ですね。将来ここが中心になるから、そういう

ことはこの地方自治法の第４条第２項から、一切

読み取れないですね 第２条の第16項ですか 地。 、「

方公共団体は、法令に違反してその事務を処理し

てはならない」と。市長もこういうのは厳しい方

ですよね 「なお、市町村及び特別区は、当該都。

道府県の条例に違反してその事務を処理してはな

らない」と。第17項には 「前項の規定に違反し、

て行つた地方公共団体の行為は、これを無効とす

る 、きちっとこういうふうに書いているのです」

から、行政はまじめにこの法律を守らないと。

議案質疑で総務部長は、ハイレベルな判断を市

長はしたというふうな答弁で終わっているけれど

も、まじめに本当にこういう法律に基づいた行政

をやらなければだめです。実際は、だから何も検

。 、討しなかったでしょう もし検討したのだったら

きちっと書類後で出してください。どの程度検討

したのか、きちっと出してください。そこを答弁

お願いします。

〇議長（村中徹也） 市長。

〇市長（宮下順一郎） まじめに取り組んでおりま

す、しっかりと。

〇議長（村中徹也） ６番。

〇６番（横垣成年） だから、その経過を書いたも

のをきちっと提出してください。どうですか。

〇議長（村中徹也） 市長。

〇市長（宮下順一郎） 地方自治法に反していない
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かということは、それぞれの担当の中でしっかり

と吟味をし、それをこの形で進めてきたわけでご

ざいます。

（ 書類を出してください」の声「

あり）

〇市長（宮下順一郎） 書類があるかないかという

。 、ふうなことのお尋ねですか その部分については

情報公開条例に従って請求していただければと思

います。

〇議長（村中徹也） ６番。

〇６番（横垣成年） だから、きちっと議会に報告

してくださいと言っているのです、そういう経過

を、後日でもいいから。なぜ今の場所がだめで、

なぜ向こうの場所が住民にとっては大変交通の便

でもいい場所なのか。そこをきちっと。だから、

、 、 。きちっとそれを出してください 報告を 議会に

〇議長（村中徹也） 市長。

〇市長（宮下順一郎） それらは、これまでの議会

の中でご審議をいただき、議決をいただいてこの

ように進んできたわけでございます。私どもは、

誠意を持ってそれらについてお答えをして、ご理

解をしていただいたものだと、このように考えて

おります。

なぜだめなのか。かつて横垣議員は、この庁舎

の危険性にお話が及んだときに、教育委員会を移

しなさいとかと、そういうふうな部分までのご発

言があったように私は記憶いたしております。そ

ういうふうなところで、この部分の庁舎における

危険性、これらを認識してそのような発言になっ

たというふうな私は記憶を今ひもといておりま

す。

〇議長（村中徹也） ６番。

〇６番（横垣成年） なかなか出すと言わないとい

うことは、やっぱり庁内でまじめにこれを議論し

ていないということだな。そうとしか思えない。

だから、きちっと検討しているのだったら、出し

てください。後でもらえるのだったら、今の言葉

を私は訂正しますから。今は別に答弁は要らない

です。ちょっと時間もないので。

庁舎を移転するとき、今の現庁舎、耐震性が大

変問題だと。ところが直さない。ということは、

大丈夫なのですよね。まだもつから直さない。と

いうことは、耐震性が問題だと言ったのは、これ

はうそだということですよね。問題であれば、今

学校は改修に入るわけでしょう、いろんな点検を

して。だから、問題であれば直すのが当たり前だ

から、耐震性が問題というのは、これは当面大丈

夫だという、ただ庁舎を移転するための口実だっ

たということでよろしいですね。

〇議長（村中徹也） 市長。

〇市長（宮下順一郎） うそであるかないかのお答

えは、うそではありません。耐震性には問題があ

るというふうなことで、これまでるるご説明をし

たとおりでございます。

また、なぜ直さないかというふうなこと。12月

８日、御議決いただきました。これを見据えた中

で二重投資になるというふうな部分、これらもや

はり我々考えなければいけない。何億かかるかわ

。 、かりません 先ほど壇上でお話ししましたように

ちょうど市民課の窓口、国保の係のほうに行くあ

、 。 、の通路 壁を入れなければいけない そしてまた

２階の部分もそういうふうに耐震壁をつくらなけ

ればいけない。そういう状況の中で、またお金を

かけて、そして12月８日に臨んだというふうなこ

とをすれば、またご指摘を受けるわけです、むだ

な二重投資をしたと。そういうふうなことをやは

り横目ににらみつつ、しっかりとやっていくのが

行政のあり方ではないかなと、このように思いま

す。

〇議長（村中徹也） ６番。

（ ） 。〇６番 横垣成年 命はお金にかえられませんね

だから、二重投資だろうが三重投資だろうが、や
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らなければいけないのはやらなければいけないの

。 。 、です 危ない施設なのだから あした地震あって

本当に死ぬという場合だって想定されるわけでし

ょう。そのとき大変ですよ、あなた。二重投資の

問題ではない。だから、命が優先だったら直すべ

きでないですか。

〇議長（村中徹也） 市長。

〇市長（宮下順一郎） 命は大切であります。です

から、この部分で早く移したかったわけでござい

ます。ご提案もさせていただきたかった。しかし

ながら財政状況、市民の皆さんの声、また議会の

ほうでもさまざまそういうふうな部分がありまし

たので、しっかりとその部分を固め、そして条例

の改正を求め、そして今この時間に地震が来ると

非常に大きな被害が想定をされます。そのときに

は、職員等には早く市民を案内して避難をするよ

うにと、それしか今の段階では手を打てないわけ

でございます。おわかりいただきたいなと、こう

思います。

〇議長（村中徹也） ６番。

〇６番（横垣成年） ですから、今のこの庁舎移転

というのは大変問題を抱えながら、結局はらはら

しながら我々この建物に入らなくてはいけない、

そういうやり方で、それこそ今直すことが最優先

でなければいけないなというふうに、そこを指摘

して次に移ります。

地域経済の問題です。商工観光課の方は、むつ

市の商工業者、大変激減しているというのはもう

ご存じかと思います。ちょっとデータ、新しいの

、 、がないのですけれども 例えば工業ですとむつ市

平成11年 平成18年度を比較すると 事業所が98か、 、

。 、ら55と半分近くまで減ってしまっている 商店数

産業別法人、個人別商店数、これだと平成９年と

平成16年を比較して 平成９年が1,126 平成16年、 、

が973と、もう減る一方。ですから、ここで聞き

たいのが、本当に何か手を打たないと、私の前に

浅利議員も指摘しておりましたが、やっぱり何か

手を打たないと、もう衰退の方向だというのは、

この法人、商店、工場、事業所、この推移から見

て、本当に痛感しますね。ですから、市のほうと

してはこういう現状をどういうふうに考えている

のかと聞くと時間がないので、例えば市のほうで

今みんな何に困っているのか、またどういう要望

があるのか、こういうのを調査しているものかど

うか、ちょっとお聞きします。

〇議長（村中徹也） 市長。

〇市長（宮下順一郎） 今商店数、さまざまなデー

タをもとにしてお話をなさいました。何に困って

いるのか。私も本当に小さな商店をやっておりま

す。私は、横垣議員以上にその部分においては国

の政策のあり方、規制緩和というふうなもの、こ

れをもっともっと声を大きくしなければいけない

と。これは、横垣議員以上に、横垣さんもご実家

はたしか酒屋さんでございました。そういうふう

な部分では共有はしております。何が今一番困っ

ているのかというと資金です。金融です。お金の

流れです。この部分は、しっかりと今国の中でも

体制をとるし、また先般東北経済産業局の局長さ

んがお見えになって、各金融機関、頭取、それか

ら理事長等々にお話をしてきたと。その内容は、

、 、返済条件を緩和しなさい ５年間のその経営再建

そういうふうな方針を持っているところに対して

はしっかりと対応するように、そして業種もふや

した、そういうふうなところの国の制度を非常に

緩和をしていると。そしてまた、債務者の区分の

仕組み、これらについても国がやはり金融機関に

対して通知をして、そういうふうな対策をとって

いる。しかしながら、私たちこのむつ市が地方自

治体として何をするべきかというふうなことは、

そういう制度があるということを中小商工、そし

てまた事業者にお知らせをして、そしてそれをス

ムーズにしていくというふうな部分をバックアッ
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プするしかないと思います。

私も小小企業の事業主として、本当にその部分

は横垣議員の党のお力もいただきたいし、そうい

うふうな思いでございます。しかしながら、なか

なかこういうふうな経済状況、これは国際経済の

中ではなかなか我々の気持ちが通らないというの

も事実だと思います。その部分は私は横垣議員以

上に今のむつ市の小企業、事業主の苦しみは理解

しているつもりであります。

（ 調査しているのか」の声あり）「

〇市長（宮下順一郎） しています。

〇議長（村中徹也） ６番。

〇６番（横垣成年） 本当に大変な状況であります

が、むつ市の商工振興費の中身を見ると、なかな

かこれでむつ市の商工が本当に振興されるかなと

いうふうな思いがするぐらい貧弱な、貧弱と言う

と、日ごろ努力している職員に申しわけないので

すが、そういう施策としか思えないなというふう

。 、 、に思います ですから 先ほど私が言ったように

せっかく総務省がいろんなこういうプログラムを

やって、答弁は全然商工業と関係ない事業で採択

されたということでありますが、やっぱり商工業

もできるわけだから、そういうのをやっぱり国の

ほうでプログラムをつくったら、しっかり市長の

ほうで研究させると。そういうことをしないとだ

めだと思います。

ちょっと時間がないので、原材料価格高騰対応

等緊急保証、これについてですが、例えばむつ市

でこの中小業者が税金を滞納、分納している、そ

ういう業者は何件あるのでしょうか。

〇議長（村中徹也） 市長。

〇市長（宮下順一郎） 具体的な数について、なか

なか今資料の手持ちもございません。正確な数を

お知らせしなければいけないと思いますが、今手

持ちございません。しかしながら、さまざまな部

分で滞納している方々に対しては、分割の方法だ

とか、その立場になっての考え方、相談をよく受

けるように、そういうふうな形、しかしながら公

平性は持たなければいけないと。公正、公平でな

ければ税行政は成り立たないということをしっか

りと念頭に置きながら、その部分で滞納なさって

いる方々、個人の方、また事業主の方々、そうい

うふうな部分においては、よく話を聞き、相談を

し、そして分割をするなり、さまざまな手法の中

で税収をしっかりと確保するようにというふうな

ことはいつも指示しております。

〇議長（村中徹也） ６番。

〇６番（横垣成年） そういうことを聞いているの

ではなくて、この今の原材料価格高騰対応等緊急

保証というのは、そういう税金を滞納、分納して

いる方の分の金融の融通もできるというのも含ん

でおりますから、ぜひ市のほうでそういう業者を

つかんで、つかむことはできますから、そういう

方に、来るのを待つのではなくて、こういうのが

あるよということで、積極的に出かけていって説

明する、この周知徹底というのも、やっぱりこう

いうことから、それこそ我がむつ市の税収も少な

くなってきてしまうわけだから、こういうのをき

ちっと手当てしてやるというのが今また求められ

ているのではないのかなというふうに思います

が、答弁お願いします。

〇議長（村中徹也） 市長。

〇市長（宮下順一郎） 滞納している方々には、そ

ういうふうな制度はお知らせいたします、事業主

の方に。ただし、その制度、こちらのほうで認定

書を出したところで、今度は金融機関の問題にな

ります。金融機関は条件を緩和しているものの、

経営をする意欲、それからその５年間の中で再建

するとか、そういう後継者だとか、そういうふう

なもろもろの中で経営を見るわけでございます、

金融のほうの立場とすれば。そういうふうなとこ

ろも一緒に考えていかなければならないものだ
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と、このように私は認識しております。

〇議長（村中徹也） ６番。

〇６番（横垣成年） ぜひそういうことを含めて努

力してくれることをお願いして一般質問を終わり

ます。

〇議長（村中徹也） これで、横垣成年議員の質問

を終わります。

◎散会の宣告

〇議長（村中徹也） 以上で本日の日程は全部終わ

りました。

なお、明12月13日及び14日は休日のため休会と

し、12月15日は中村正志議員、鎌田ちよ子議員、

澤藤一雄議員、斉藤孝昭議員の一般質問を行いま

す。

本日はこれで散会いたします。

午後 ３時４１分 散会
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